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平成２６年第１回那須塩原市議会定例会 

 

議 事 日 程 （第３号） 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（中村芳隆君） おはようございます。 

  散会前に引き続き本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は26名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（中村芳隆君） 本日の議事日程は、お手元

に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（中村芳隆君） 日程第１、市政一般質問を

行います。 

  発言通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 佐 藤 一 則 君 

○議長（中村芳隆君） 初めに、５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） 皆様、おはようございます。

議席番号５番、ＴＥＡＭ那須塩原、佐藤一則でご

ざいます。 

  ソチ冬季オリンピックも先月23日、17日間の熱

戦に幕を閉じ、多くの人々が勇気と感動を与えら

れました。閉会式においては、1980年、モスクワ

オリンピックのマスコットで熊のミーシャの孫と

される北極熊が大会を見守り続けた聖火が消えた

直後、左目から一粒の涙がこぼれ、熱戦に終わり

を告げました。 

  東西冷戦下、ソ連のアフガニスタン侵攻に抗議

するアメリカや日本等の西側諸国がボイコットし

たモスクワオリンピックの閉会式は、ミーシャが

涙を流す演出が話題を呼びました。34年後のソチ

で開催された雪と氷の祭典は、穏やかに終幕を迎

えました。世界のトップアスリートが４年間のさ

まざまな思いを胸にオリンピックの場で最高の熱

戦を展開するから、人々が感動するのだと思いま

す。私も４年間、全力で取り組む覚悟ですので、

よろしくお願いをいたします。 

  それでは、通告書に従い、市政一般質問を行い

ます。 

  初めに、防災対策について。 

  現在、台風や豪雨による土砂災害発生の恐れが

ある際の危険性の周知の一つとして、黒磯地区は

総務省から黒磯那須消防組合に割り当てられたア

ナログ電波を使用して、スピーカーつき屋外拡声

子局55局、西那須野地区は同じく総務省から大田

原広域消防組合に割り当てられた13局の消防団緊

急伝達システムにより、塩原地区は防災行政無線

18局により伝達されております。しかし、2016年

５月末でアナログ化が終了し、デジタル化されま

すので、現在の黒磯地区と西那須野地区の伝達シ

ステムは使用できなくなります。 

  また、総務省消防庁は、大規模災害時の消防団

の対応力を強化するため、26年振りに消防団装備

の基準を一新することと決定しました。津波襲来

の情報が伝わらず、多くの団員が犠牲になった東

日本大震災を教訓に、携帯用無線機の配備拡充な

どが盛り込まれます。基準は各市町村が、放水器

具などの消防団の装備を調える際の目安とするも

のであります。それを踏まえて、今後本市はどの

ように取り組むのか、次の点についてお伺いいた

します。 

  ⑴デジタル化された以後の本市の緊急伝達シス

テムをどのようにするのか、お伺いいたします。 
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  ⑵消防団の新装備の導入時期と装備内容につい

て、お伺いいたします。 

  ⑶大規模化、多様化する災害に備え配備される

資器材の増加等に対応するための消防団の訓練回

数はどのようにするのか、お伺いいたします。 

  以上、最初の質問といたします。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 佐藤議員の質問に３点で

すが、順次私のほうからお答えいたします。 

  まず、防災対策の⑴デジタル化された以後の本

市の緊急伝達システムをどうするのかであります

が、火災や災害時に重要な役割を担う消防団員に

いかに正確に、かつ迅速に情報を伝達できるかが

大切であり、消防団への情報伝達手段の整備全般

について、早急に検討をしなければならない課題

であると考えております。 

  現在、２つの消防組合の合併に関する協議が進

んでおり、消防団の運用等につきましても、新消

防組合において、統一的な取り扱いとなることが

好ましいと思っています。そのため、緊急伝達シ

ステムの整備等に関する事項につきましては、関

係市町間で十分に情報交換を行い、方向性を出し

ていきたいと思っております。 

  次に、⑵の消防団の新装備に関するご質問と⑶

の新装備に対応するための消防団の訓練回数に関

するご質問につきましては、関連が深いので一括

してお答えをいたします。 

  近年の災害の大規模化や多様化に伴い、地域の

災害初動対応における消防団の役割は、ますます

重要となっております。火災現場や災害現場にお

ける活動は、命の危険が伴うことも多く、団員の

安全で円滑な作業の実施を確保するためには、装

備の充実は欠かせないことであると考えておりま

す。 

  このたび消防庁から示された消防団装備の基準

につきましては、安全確保のための装備として、

救助用半長靴や双方向の情報伝達が可能な装備と

して携帯用無線機、救助活動用資機材としてチェ

ーンソーなど、さらには救命ボートなどが新たに

追加され、その財源としては普通交付税で措置さ

れることとなっております。 

  装備品の導入時期や種類及びこれらの資機材等

を取り扱う消防団員の訓練方法や回数等について

は、今後、連合消防団と十分協議をしながら、積

極的に進めていきたいと考えております。 

  第１回の答弁といたします。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） ただいま最初の回答をいた

だきまして、ありがとうございます。 

  それでは、ここで再質問をしたいと思います。 

  ⑴の防犯システムの協議をなされているという

ことでございますが、その進捗状況について、お

伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（成瀬 充君） これらの伝達システム

でございますけれども、現実、消防組合での協議

会でいろいろ協議をしているわけでありますけれ

ども、この内容については、協議項目としては入

ってございません。そういったことから、現在、

各市町間において情報の交換をしながら、今後、

どういう方向にあるべきかというところで検討を

している段階でございます。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） 検討課題に入ってないとい

うことでございますが、災害時のいち早い正確な

情報伝達というのは大災害、当然3.11、東日本大

震災のときでも痛感されていると思いますので、
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2016年６月以降、デジタル化されてもスムーズに

移行できるように、整備をよろしくお願いをいた

します。 

  続きまして、⑵と⑶についてでありますが、関

連をしておりますので、一括して再質問を行いま

す。 

  連合消防団との協議を進めているところという

ことでございますが、その進捗状況についてお伺

いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（成瀬 充君） 先ほど市長のほうから

も答弁がありましたけれども、装備品が新たに今

度加わることができるという状況が、昨年入って

きたという状況でございます。そういったところ

も含めて、まだ具体的に連合消防団のほうに、ど

ういった装備が必要かというものの具体的なとこ

ろはまだお示しをしてございません。早急に国か

らの指針を踏まえて、連合消防団でどのような装

備が必要かという調査をかけて、それらに基づき

まして、実際にどういった配備ができるかという

ものを検討してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） わかりました。 

  当市においては、消防団が３つの団、黒磯消防

団、西那須野消防団、塩原消防団の３つの消防団

から成り立っております。それぞれの消防団で活

動計画を実施していると思いますが、今回のよう

に３つの消防団ということで、それぞれの団と協

議しなければならないということでございますが、

今後、連合団、連合消防団としての位置づけはど

のようになるのか、お伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（成瀬 充君） 今、ありましたように

本市には３つの消防団があるわけでございます。

そういった中で、いまだに一つになっていないと

いうのは、そのとおりでありますけれども、今ま

での各市町であった消防団の歴史、活動状況とい

うものがあるかと思います。それらの一本化につ

いては、行政主導というよりは、連合消防団なり

で、こういった形で進めたいというような方向性

が出されれば、それに向かって市のほうとしては、

精いっぱい支援をしてまいりたいというふうに考

えております。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） 確かにおっしゃるとおりに

それぞれの消防団には、歴史がありまして、それ

で今回合併がされないまま残っているということ

でございますので、それがどのような形になるか

ということは、連合消防団方式、そして那須塩原

市消防団一本化ということも踏まえまして、やは

り一番市民の安全安心に活躍するような方向で進

んでいっていただければと思っております。 

  続きまして、２つ目の質問に入らせていただき

ます。 

  子どもの貧困対策について。 

  子ども期の経済的困窮は、衣食住の不足のみな

らず、健康、発達、学力などにも影響し、自己肯

定感低下にもつながり、孤独が深まる中で支援が

届かなければ、社会で生きる上での「不利」が積

み重なり、雪だるまのように大きくなってしまい

ます。 

  貧困はみずから声を発することなく、30代の４

人に１人が非正規雇用となり、もはや若ければ安

定した仕事につける社会ではありません。それで

も「自分が悪いから」と支援を求めず、困窮は深

まり、貧困の発見がおくれ、抜け出せなくなりま

す。こうして次世代に貧困が連鎖していきます。 



－115－ 

  子どもの将来が生まれ育った環境によって左右

されないよう「子どもの貧困対策推進法」が2013

年６月成立しました。少子化対策と比べ、貧困対

策は置き去りにされてきましたが、初めて「子ど

もの貧困」に焦点を当てた法律の意義は大きく、

恵まれない子どもを救うという発想ではなく、生

きる、守られる、育つ、参加するといった「子ど

もの権利」を保障することが必要と思いますので、

本市の取り組みについてお伺いをいたします。 

  ⑴相対的貧困者をどのように把握しているか、

お伺いします。 

  ⑵奨学資金貸与は、どのようにして決定される

のかお伺いします。 

  ⑶就学援助は、どのようにして決定されるのか

お伺いします。 

  ⑷奨学資金及び就学援助を受けた人数は、どの

くらいいたかお伺いします。 

  ⑸奨学資金や就学援助を受けた児童・生徒が、

その後本人の望む道に進んでいるのかどうかをお

伺いいたします。 

  以上、２つ目の質問といたします。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（山﨑 稔君） 子どもの貧困対策につ

いて、５点ほどお尋ねがありましたので、順次答

弁させていただきます。 

  まず初めに、⑴の相対的貧困者の話でございま

すが、この把握については、現在本市では調査を

行っておらず、データ等はございません。 

  次に、⑵の奨学資金決定の手順についてのお尋

ねでございます。 

  これらにつきましては、まず例年11月下旬から

１月中旬にかけまして、新年度の奨学生の募集を

市の広報誌あるいはホームページで行います。 

  さらには、市内の中学校と近隣の高等学校に募

集要項を送付いたしまして周知を図ります。 

  募集に当たって希望者については、世帯状況及

び世帯の収入状況を調査いたしまして、毎年２月

に、25年度につきましては、２月３日実施をして

おりますが、那須塩原市奨学資金貸与基金運営委

員会におきまして書類を審査いたします。それら

の審査の結果、その意見等を聞きながら教育委員

会が決定をいたします。 

  次に、⑶の就学援助の決定方法についてのお尋

ねでございますので、お答え申し上げます。 

  まず、申請は児童生徒が通学している小中学校

で受け付けております。申請受理後は、学校長の

所見が添付されて教育委員会に届きます。教育委

員会では、申請書及び学校長所見を参考に、課税

状況等、これらと照らし合わせて審査を行います。 

  認定となる条件は、生活保護を受けている世帯

及び生活保護に準ずる程度の所得の世帯が上げら

れます。そのほか児童扶養手当を受けている方な

ども該当になることがございます。認定の結果は、

学校長を経由いたしまして、保護者へ通知される

ことになってございます。 

  次に、⑷の奨学資金及び就学援助を受けている

状況についてお答えをいたします。 

  奨学資金につきましては、ここ３年間に決定し

た奨学生の数でございますが、平成23年度９名、

24年度で18名、25年度11名となっております。 

  就学援助につきましては、平成26年２月17日時

点で、準要保護667件、要保護67件、合計で734件

を認定しており、受給率といたしましては、全児

童生徒の約７％ということになります。 

  なお、要保護とは、生活保護該当中の就学援助

対象のことでございます。 

  続いて、平成22年度から24年度までの就学援助

の推移を説明をさせていただきますが、準要保護
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は22年度618件、23年度662件、24年度684件と推

移しており、要保護は22年度58件、23年度69件、

24年度73件と推移しており、どちらも増加傾向に

ございます。 

  最後に、⑸奨学資金や就学援助を受けた児童・

生徒が、その後本人の進みたい道に進んでいるの

かというお尋ねでございますが、奨学資金申請時

には、いずれの方も明確な進路希望先を持ってお

り、資金を受け進学した学校の成績証明書が奨学

生から提出されることになっております。 

  また、卒業後の進路につきましては、希望のも

のであったかの調査は行っておらず、把握はして

おりません。 

  なお、就学援助の受給者については、援助前の

希望進路及び援助後の進路についても、把握はし

ておりません。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） それでは、再質問をさせて

いただきます。 

  ⑴についてでございますが、貧困者について、

把握はしてないということでございますが、本市

においても、学習意欲はあっても貧困によりそれ

ができない人もいると思いますが、それについて

は、どのようにお考えしているかをお伺いをいた

します。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（山﨑 稔君） 先ほども一般論として

申し上げた中で、就学援助に係る申請があった者

については、それなりの所得、そういったものを

照らし合わせながら判定をして、例えば学校生活

に係る給食費であったり、学用品であったり、そ

ういったものの支援、援助をしていくということ

でありますので、一般的に言われる生活保護に準

ずる支援が必要な要保護につきましては、本市の

場合は、基準額より1.3という数字を用いて実施

しておりますので、そういったことで、準要保護

に該当する基準を設けた中で対応しているという

ことでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） 確かに、貧困の把握という

のは、基準も捉え方がなかなか難しいところがあ

るということでございますが、それらについては、

別な方法で援助していただくということで、それ

は、十分わかりました。 

  続きまして、⑵から⑸については、関連をして

おりますので、一括して質問したいと思います。 

  初めに、奨学金のそれぞれの貸与額というのは、

どのようなものがありまして、その額についてお

伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（山﨑 稔君） ただいま奨学資金の貸

与額についてのお尋ねでございますので、順次申

し上げますが、高校、高等専門学校につきまして

は月額１万円、短大、一般的な４年制大学、専門

学校の専門課程、こちらに進学される方につきま

しては、月額３万円となっております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） わかりました。 

  それらの奨学資金、対応がちょっといろいろあ

ろうと思いますが、その返還方法についてお伺い

をいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（山﨑 稔君） 今、お尋ねの返還方法、

期間という意味かと思いますが、一般的に貸付期
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間の２倍ということで返済をお願いしております。

２倍といいますと、例えば４年制大学で４年であ

れば８年、高校生の場合、３年であれば６年、こ

ういうことで、貸付期間の倍の期間で返済という

形をとらせていただいています。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） 返済期間につきましては、

わかりました。それらについて、この奨学資金と

いうのは、全て給付型じゃなくて貸与型というこ

とでよろしいですか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（山﨑 稔君） お答えいたしますが、

本市の奨学基金の貸与に関しましては、貸付型と

いうことで、貸与でございますので、一般的に新

聞等でも報道されている給付型という方式は、現

在のところはとっておりません。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） それらにつきましては、理

解したところでございます。その場合、無利子な

のか、または利子が係るのかどうか、お伺いをい

たします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（山﨑 稔君） 現行では、無利子で返

済をお願いしているという状況でございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） 無利子ということでござい

ますが、こういう時代でありますので、その場合、

今まで貸与された人が、滞納者がいるのかどうか、

また、その場合、延滞金等が係るのかどうか、お

伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（山﨑 稔君） 今、お尋ねの件でござ

いますが、滞納者でございますが、こちらにつき

ましては、26年１月末現在で申し上げますと、総

数で25名の方が滞っておるということでございま

して、最も古い方では平成６年４月からという状

況にあります。そのほか全体で25名でございます

が、未納額といたしましては、714万500円という

形になります。 

  さらには、延滞金のお話がございましたが、本

市では、現行延滞金についてはいただいておらな

いと、取っていないという状況でございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） 延滞金がかからないという

ことでございますが、それにつきましては、かか

らないのでどんどん雪だるま式にふえていくこと

はないと思いますが、それらについて社会情勢と

あわせまして、滞納者がどういう傾向にあるかの

数ですね、そちらについてお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（山﨑 稔君） 滞納者の数、額ともに、

大きな増減の推移というのは見られないところな

んですが、未納者の立場に立つと、なかなかこう

いう世情でありますので、非常に若者の就職率と

か、あるいは賃金等が自分が設計したとおり収入

が得られないという状況もございます。 

  したがって、その毎月の返済をもう少し緩やか

に、例えば２分割とか３分割とか、そういう方法

で納めていらっしゃるという方もあります。その

都度、個人個人との面談の中で、そういう返済の

方法について、期間は一定なんですけれども、変

えることはできないですが、月々に発生する額を
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２分割、３分割というふうな形で緩やかに少し考

慮して、お納めいただくという形をとっている、

そういう状況もございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） そうですね、せっかくそう

いう制度を利用して、本人の学習意欲がありまし

て、卒業しても、今の社会情勢でなかなか厳しい

ものがあって、延滞金が発生してるということで

ございますが、やはりそういう緩やかな運用で、

今後も対応していただけたらと思っております。 

  奨学資金や就学援助で本人の希望の道に進み、

そういう方が本市の発展、また日本の発展に活躍

されることを願っております。当然、住んでよか

った、そして住んでみたい那須塩原市ということ

でありますので、そういう形でも定住促進にもな

るかと思います。情けは人のためならずというこ

とで、その人たちが後に出世して、その方たちが

給付型の奨学資金を必ずや設立してくれると思っ

ております。その節には、阿久津市長、また渡邊

副市長の銅像なんかでっかく建ててもらえるかも

しれませんので、どうぞその辺も考慮していただ

きまして、そういう方の援助をよろしくお願い申

し上げます。 

  これで、２番目の質問を終わりまして、続いて、

３番目の質問に入ります。 

  学習指導要領についてお尋ねをいたします。 

  約10年ごとに改定される学習指導要領が、学力

低下批判を受け内容を厳選した「ゆとり教育」か

ら転換して、小中学校が2007年度、高校が2008年

度に改定され、小学校が2011年度、中学校が2012

年度、高校は2013年度から全面実施されました。 

  小学校６年間の総授業時間を278時間増の5,645

時間、中学校３年間は105時間増の3,045時間とし、

内容も大幅にふえました。文部科学省は、昨年末

に学習指導要領を2016年度に全面改定する方針を

固めました。 

  小学校では、正式な教科でない「外国語活動」

として小五から実施している英語の開始時期を小

三に前倒しし、小五、六年は教科に格上げする、

三、四年は週１から２時間、五、六年は週３時間

実施の予定であります。 

  現行指導要領で時間数が減った総合的な学習時

間については、現状の時間を維持する方向であり

ます。国語や算数など主要教科の時間数は維持さ

れ、英語分が純増となる見込みで、中学校は、英

語の授業を原則日本語を使わずに英語で実施する

ことということになっております。小中で教科化

する道徳は2014年度に改定し、2018年度からの全

面実施を目指しています。それを受けて、本市の

考えをお伺いをいたします。 

  ⑴学校現場で定められた授業時間をこなすため

の課題と対策について、お伺いをいたします。 

  ⑵中学校の英語の授業について、課題と対策を

お伺いします。 

  ⑶小学校で教科化される道徳の授業について、

課題と対策をお伺いいたします。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） それでは、学習指導要

領につきまして、３項目ご質問がございましたの

で、順次お答えをさせていただきたいと思います。 

  まず、⑴学校現場で定められた授業時間をこな

すための課題と対策についてのご質問でございま

すが、現行の学習指導要領の実施に伴いまして、

小中学校におきましては、総授業実数が増加をし

たために児童生徒の負担がふえたこと。 

  さらには、学校行事の削減、あるいは精選を図
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らなければならなかったことなどの課題が挙げら

れると思っております。 

  その対策といたしまして、学習内容の増加に対

応するため、１単位時間の授業の改善を図ること。

児童生徒の負担過重にならないような日課を組む

ことなどがあります。 

  また、限られた時間数の中で効果的な学校行事

を運営するような、そのような工夫も各学校にお

いては、行われているところでございます。 

  さらに、各小中学校におきましては、毎週の授

業案あるいは実施記録、そういったものを活用し

まして、授業時間数の適正な管理を行っておりま

す。加えまして、授業や学校行事等の実施状況に

つきましては、管理職が指導助言を加えたり、教

職員、保護者、さらには学校評議員等によります

学校評価を活用したりしまして、改善も図ってい

るというような状況にございます。 

  なお、今般の大雪によりますやむを得ず休校あ

るいは台風、インフルエンザ、そういったものに

よりまして、予定をしておりました授業が行われ

ないということがないようにするために、学校に

おきましては、あらかじめ予備の授業時間数を確

保して、そういう不測の事態に備えてるというこ

ともご理解いただきたい、こう思っております。 

  続きまして、⑵の中学校の英語の授業について

の課題と対策につきまして、お答え申し上げたい

と思います。 

  中学校英語教育における課題でございますが、

これにつきましては、文法説明あるいは訳読中心

といったようないわゆる旧来の指導方法がまだ授

業の中には見られる様子でありまして、現在の英

語教育に求められておりますコミュニケーション

活動を中心としました授業が十分に展開されてい

ないことが挙げられると思います。 

  また、それに必要となるＡＬＴの配置時間が十

分ではないと、こんなことも挙げられるのではな

いのかなと思っております。今後は、教員のさら

なる指導力の向上に向けた研修をさらに充実を図

っていきたいと。 

  また、ＡＬＴの全校常駐配置によりまして、日

常的に英語を使う環境を整えることによります生

徒の論理的思考力の育成を図り、英語によるコミ

ュニケーション力を伸ばし、これらの課題の改善

を図っていきたいと、このように考えているとこ

ろであります。 

  ３番目の道徳の授業の課題と対策について、お

答え申し上げたいと思います。 

  本市におけます道徳の授業につきましては、各

学校において、道徳教育推進教師を中心にしまし

て、道徳教育全体計画を作成し、いわゆる道徳教

育のかなめとしての「道徳の時間」、この充実と

学校教育全体を通して行われます道徳的実践力、

この育成を重点項目としまして、適切に取り組ん

でいると、こう思っております。 

  また、文部科学省が編集し、配布をしておりま

す副教材「心のノート」の活用あるいは保護者へ

の道徳の授業公開を全校で行うなどの取り組みも

ございます。道徳教育につきましては、議員もご

承知のことかと思いますが、昨年12月26日に道徳

教育の充実に関する懇談会から報告が出され、年

明け１月16日には、第16回教育再生実行会議にお

きまして、報告がなされたところであります。こ

れを受けて、２月17日に中央教育審議会に対しま

して、文部科学大臣が諮問をしたというような状

況にございまして、現時点で道徳の教科化という

ものが決定したわけではございません。今後、道

徳の検定教科書あるいは成績評価、さらには教員

養成のあり方等がこの中央教育審議会の中で議論

され、後に答申が出される予定になっております

ので、それらにつきまして、今後、注視していき
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たいと、このように考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） ただいま答弁をいただきま

して、ありがとうございます。 

  それでは、再質問をさせていただきます。 

  まず、⑴のほうですね、授業時間が当然ふえて

おりますので、ふえたことによりまして、学校行

事いろいろあるとは思いますけど、それらにつき

まして、何か削らなくてはならないような行事が

あったかどうかについて、お伺いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 確かに限られた授業数

がありますので、それをどう編成していくかとい

うことは、学校として大変大きな問題だろうと思

っております。 

  加えまして、各学校には、その独特の伝統的な

学校行事等もたくさんございます。そういったも

のをどう組み合わせていくかでございますが、俗

に言うスクラップ・アンド・ビルドというような

考え方で、特色ある教育活動を進めるために何が

一番大切な行事なのかということを選んだり、あ

るいは隔年で実施することが可能な行事は何か、

そういった視点からいろいろ検討を加えてきてい

るというふうに理解しております。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） 大変苦慮している姿が目に

浮かんでおります。それらにつきまして、現在の

先生の数で足りているのかどうか、また、その辺

について学校としては、どのように考えているの

かをお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 教員の数の問題でござ

いますが、これらにつきましては、学級数等によ

りまして、一応決められた数がございますので、

その中で先生方がいろいろ工夫をしながら、各学

校行事を実施しているということでございます。 

  先ほどのものにつけ加えるとすれば、幾つかの

学校行事を組み合わせて、それぞれの学校行事の

目的が可能、そういったやり方等も工夫している

部分もあるかなと、こんなふうに思っております。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） 現場の先生も大変苦慮して

いるということでございますが、それらにおいて、

先生が逆に学校に行きたくないということになら

ないように、今後、どうぞカリキュラム、先生の

カリキュラムですね、そちらのほうを組んでよろ

しくお願いを申し上げます。 

  それでは、⑵についての再質問を行いたいと思

います。 

  中学校の英語の授業ということでございますが、

当然高校だと選抜試験がありまして、入ってくる

ものですから、その学力差というのは、上と下は

そんなに離れていないとは思うんですが、中学校

となりますと、その地域にありますから、いろい

ろな形での児童生徒がいると思いますので、その

辺の対策としては、どのように考えているか、お

伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 今のご質問でございま

すけれども、確かに、子どもたちには学習をする

スピードの差と申しましょうか、そういったもの

がないわけではないと私も思っております。です

ので、特にどの教科も同じでございますけれども、

英語の場合などは、チームティーチングと申しま

して、複数の教員が、さらにそこにＡＬＴも加わ

って、場合によっては３人でというような、そう
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いう場面もよく見られますけれども、そういう形

で一人一人の学習のスピードに応じた対応がなる

べくできるように、そんな授業の工夫も行ったり、

あるいは場合によっては、少人数に学習グループ

を分けて授業を行ったり、いわゆるその生徒の

個々の実態に応じた授業が組めるような、そんな

努力もしております。 

  ただし、どの生徒も向かうゴールは同じでござ

います。そこだけは、ご理解いただきたいと思い

ます。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） 確かに、中学生にとっては

理解度のスピードが違うということで、それは十

分理解したところでございますが、全国に先駆け

て、今回ＡＬＴの全校配備ということで、それに

よりまして、今までの学習方法というのは、文法

中心とか、そういうことでありましたが、コミュ

ニケーション、話す力ですね、また聞き取る力、

それらによりまして、力をつけまして、当然世界

には、英語でコミュニケーションをとっている方

が非常に多くいると思いますので、この成果が十

分発揮されまして、国際人の養成になればと思っ

ていますので、どうぞよろしくお願いをいたしま

す。 

  続きまして、３番の道徳教育について再質問を

行います。 

  いろいろな形で社会に急激な変化が起きており

まして、急激な少子高齢化、また、核家族化、情

報化など激しい社会変動の中で、子どもたちは生

活をしております。メディアからは殺人、自殺、

虐待などのニュースが毎日のように流され、また、

ゲームにおいては、格闘、戦争などを内容とした

商品が次々に発売されております。個性や主体性

が求められていながら、それを発揮しようとすれ

ば、疎外されかねない社会、努力が必ず報われた

完全終身雇用神話の崩壊、希薄化した人間関係な

ど、子どもを取り巻く情勢は、決して良好なもの

ではありません。このような社会情勢を踏まえた

道徳教育をどのようにお考えでありますか、お伺

いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 今、議員おっしゃると

おり、道徳教育は大変大切なものであると私も思

っております。ですので、各学校におきましては、

さまざまな機会を捉えて、子どもたちに道徳、道

徳性というものを養うように工夫をしているとこ

ろでございます。 

  なお、この４月からは、現在使っておりました

「心のノート」という補助資料、これを「私たち

の道徳」という新たなもの、冊子が国から配布さ

れる予定になっております。残念ながら私どもの

手元にも、でき上がったものがまだ届いておりま

せん。まだネット上でしか見られないんですが、

こういうようなものが一、二年生、三、四年生、

五、六年生、そして中学生というふうになって出

てくるわけでございまして、こちらのものの中に

は、これにつきましては、学校だけで使うんじゃ

なくて、家庭やそれから地域でも、これをぜひ活

用してほしいというような事柄もございますので、

今後、この道徳につきましては、学校のみならず、

家庭や地域でも取り上げて、子どもたちの道徳性

を伸ばしていけるように、そんなふうにしていき

たいなと、このように思ってるところであります。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） 本当におっしゃるとおり、

道徳というのは、本当に答えが出ないようななか

なか難しい問題であると思いますが、家庭のあり

方においても、今、過保護や過干渉、育児に対す

る自信の喪失など家庭教育に関する問題が指摘さ
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れております。親に従順である子に育てるのがし

つけである、子どもに苦労や不便さを感じさせな

いことが行き届いた家庭教育であるという思い込

みが多いように思います。 

  また、不満をぶつけるだけで叱ることができな

い親、我慢させることができず、全て子どもの言

いなりになってしまう親もふえております。 

  さらに、児童虐待も増加傾向にあります。子ど

もは親の愛情と家族の信頼関係の中で物の見方や

考え方、さまざまな価値観を身につけることだと

思っております。今日の家庭の教育力の低下の状

況は、極めて深刻な事態と言えるのではないでし

ょうか。そのことについての所見はどのようにな

ってるか、お伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 今回、文部科学大臣が

諮問をしましたその中にも、今、議員がおっしゃ

るような内容が含まれているものと私も読み取っ

てございます。家庭とか地域社会の役割、あり方

につきましては、先ほど紹介しました昨年12月に

報告が出されました中にあるものをちょっとご紹

介させていただきたいと思いますが、学校、家庭、

地域の連携の強化についてという項に、こんなも

のがございます。家庭は人格の基礎を形成する場

として重要である、子どもは乳幼児期からの具体

的な体験を通して、保護者に愛着を持つとともに、

基本的信頼感を育み、それに基づいて心が発達す

る、家庭で身につける基本的な生活習慣や価値観

は、その後の学校生活や社会の適用などに大きな

影響を与えるものだと。 

  また、地域社会につきましては、さまざまな

人々や集団、多様な文化に触れ、活動しながら人

格を形成していく場として重要である、また、急

激な社会の変化の中で、行動範囲を広げ、多様な

情報に接しながら生きている子どもの現実を考え

るとき、地域社会が担っている道徳教育の役割は

大きいと、こういうふうに述べております。まさ

に、私たち大人が家庭、学校そういう限られた場

ではなく全体として、子どもたちの道徳性を育て

ていく、そういう取り組みが今後なお一層求めら

れる、大切なのかなと、このように思っておりま

す。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） 私もそのように考えており

ます。やはり家庭、学校、社会が一体になって育

てていくということが非常に大切ではないかと思

っております。時代の節目には、すばらしい人物

が出ております。適々斎塾または松下村塾、そこ

の門下生が日本を変えたというように、今後も那

須塩原市から世界を変えていくようなすばらしい

教育にしていただければと思っています。どうぞ

よろしくお願いをいたします。 

  以上で、私の一般質問は終了させていただきま

す。ありがとうございました。 

○議長（中村芳隆君） 以上で、５番、佐藤一則君

の市政一般質問は終了いたしました。 

  質問の途中ですが、ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午前１０時５０分 

 

再開 午前１１時００分 

 

○議長（中村芳隆君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 藤 村 由美子 君 
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○議長（中村芳隆君） 次に、１番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） 皆さん、こんにちは。 

  １番、藤村由美子です。通告に従って、一般質

問を行います。 

  市有財産の有効活用について。 

  平成17年の合併から早９年が経過しました。長

期的展望では、人口減少、少子高齢化、不安定雇

用による税収の減少など厳しい現実が差し迫って

おり、地方自治体にとっては、生き残りをかけた

定住自立圏形成協定が進み、今後さらに行政事務

の広域化が予想されます。負の遺産を将来に残さ

ないために、重複したもの、老朽化したもの、利

用率が低いものなど、市有財産については、しっ

かり見直しを進めていかなくてはなりません。そ

こで、去る１月11日から２月２日までの間、パブ

リックコメントとして市民に意見募集された「市

有財産の有効活用に関する基本方針（案）」につ

いてお伺いします。 

  ⑴パブリックコメントの実施結果についてお伺

いします。 

  ⑵この基本方針案の位置づけと今後の施策の展

開についてお伺いします。 

  ⑶基本方針案に記載されている課題等について

お伺いします。 

  ⑷未利用市有地についてお伺いします。 

  よろしくお願いします。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君の質問

に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 市有財産の有効活用につ

いて、順次お答えいたします。 

  まず、⑴のパブリックコメントの実施結果でご

ざいますが、１月11日から２月２日までの23日間、

パブリックコメントを実施いたしましたが、皆様

からのご意見はありませんでした。これは、聞き

方も非常に難しくて、ただ意見をといっても出な

い場合が非常に多い、その一つだったと思います。 

  ⑵の基本方針案の位置づけと今後の施策の展開

ですが、本市の公共施設の現状といたしまして、

建築後20年以上40年未満の建物が全体の約４割を

占めており、今後、建物の老朽化が進んでいくこ

とや更新時期が集中して到来するため、維持管理

費には極めて膨大な経費がかかり、現行の公共施

設を全て保有していくことは、困難な状況になる

ことが予想されております。 

  これらのことから、総合的な視点に立った市有

財産の今後のあり方を明確にするため、基本方針

を定めるものであり、今後はこの基本方針に基づ

き、施設所管ごとに部門別計画等を策定し、目的

達成に向けた具体的な取り組みを進めていきたい

と考えております。 

  次に、⑶の基本方針案に記載されている課題等

についてですが、公共施設の現状を踏まえ、大き

く３つの課題を掲げております。 

  １つ目としては、老朽化した施設の更新や維持

管理において、今後莫大な費用がかかることにな

ることから、施設に関する費用の抑制としての

「コスト」。 

  ２つ目としては、計画的な保全により施設の状

況を安全・安心・快適に保ちつつ、環境にも配慮

してできるだけ長期間の使用に耐える施設にして

いく必要を踏まえた「質」の問題。 

  そして最後に、市民に対するサービスの質をで

きるだけ落とさず、経費削減を図るための施設の

再整備のあり方を検討していく必要があることか

ら「量」の問題。 

  これらを課題として掲げたところ、コストの問

題、質の問題、量の問題、この３つの視点から、

今後公共施設の見直しに取り組んでまいります。 

  これは、とっても寂しい答弁のような気が私は
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してるんですけど、どんどん縮小しちゃうのと、

こういうイメージを持たれるとちょっとこれは違

うわけなんですが、今やっぱりこの課題が全国の

市町村を覆っている根源的な課題の一つになって

います。 

  よく新聞とか報道で、市民病院が閉まったとい

う話を、これ大問題になるんですね。病院を閉め

てしまうんですから。あるいは公民館を閉めた、

文化会館を閉じた、あるいは福祉センターまで閉

めたというのが、こういう大きな新聞記事にもな

っておりまして、これは、全ての自治体が人口減、

それから税収減を目前にしている状況では、こう

いうことはどこでも起こってくると。こういう認

識を持っておりますが、できるだけ今申し上げま

したように、当市としては、県内でも人口の減の

非常に少ない市、上から２番に少ない、あるいは

頼みとするわけではありませんが、財政的にもお

話、きのうしませんでしたが、後年度負担ゼロの

市、これは非常に難しい、少ない、こういうもの

も一つの頼りっていうのもあれなんですけど、で

きるだけそういうものを維持しながら、市民のサ

ービスを落とさずに、高度成長期に建設がかさん

だものに対して、できるだけ今後とも取り組みを

したい。 

  きのう、お話ししましたのは、そういう意味で

どの市も、建物をどうしていくかというのは、今

大きな氷山が結構遠くに見えるか、近くに見える

か、余り近くに行ってからかじを切ると衝突して、

船自体が行政が沈没すると、こういうのを避ける

ために準備周到に10年後、あるいは20年後をにら

んで現在那須塩原としては、性急な取り組みに入

っていると、こういうこともあわせてご理解をい

ただきたいと思います。 

  また、⑷の未利用市有地についてもお答えいた

しますが、この未利用市有地、利用してない市有

地、全体で79カ所、面積で44万7,000㎡、44町歩

ですね。 

  それから、地区別で見ると、黒磯地区が56カ所、

21万7,000㎡、21町歩ですね。西那須野地区が12

カ所、５万㎡、塩原地区が11カ所で18万㎡、18町

歩ですね。こういう未利地を有しております。 

  未利用市有地の主なものとしては、都市計画道

路、市道及び農道の整備に伴う道路用地の残地、

旧清掃センター用地、旧小学校用地、旧学校林用

地、旧保育所用地などが挙げられております。 

  これら未利用市有地については、１つは利用の

可能性があるかどうかをまず検討いたします。２

つ目としては、元の穴沢小学校を病院に貸し出し

ておりますが、これらについて、貸し付けること

によって高齢者に貸し付けた例もありますけれど

も、有効な活用が図れるかどうか。あるいは適切

な維持管理、それから売却の処分、これができる

かどうか。あるいは公共的な利用処分が広くでき

るかどうか。これから小学校も幾つか閉校が予定

されていますので、こういうことがございますが、

いずれにしても、適切な管理をしていくためには、

こういう幾つかの基本方針として、今言った幾つ

かを基本にして、これからの利用あるいは処分な

どについて、計画的な縮減を図っていきたいと思

います。 

  これを話しているからといって、文化会館を閉

めるとかはありません。こういうことだけは頭に

置いて、これは将来に備えてもうやってますよと、

こういう計画だということをご理解していただい

て、あとの答弁もさせていただきます。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） 市長、ご答弁ありがとう

ございました。 

  それでは、⑴、⑵、⑶は関連しておりますので、

まとめて再質問いたします。 
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  その前に１点だけ確認ですが、このパブリック

コメントに出された基本方針案、４ページの四角

の枠内に記載されている公用財産と公共用財産の

説明が同じになっていますが、これは、間違いな

いでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） ４ページに確かに施設

の調査範囲ということで記載をしてるものの中で、

公用財産と公共用財産ということで、２つ記載に

なっております。いずれも市民の利用に供するこ

とを目的とする財産というような位置づけには、

変わりはないかと思いますけれども、具体的なそ

の財産の違いについては、財務規則、地方自治法

もありますので、改めてちょっと確認をさせてい

ただきたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） すみません。私、市のホ

ームページの例規集で調べてみたんですけれども、

143条第２号第１号で、市の事務及び事業を行う

ために直接使用することを目的としている財産と、

公用財産のほうがなっていたんですけれども、そ

うではないんですか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 若干パブリックコメン

トをやった時点と最終的にちょっと文言等の修正、

整理等を行って、最終形にしたものと若干ちょっ

と違っている部分がございまして、この記載につ

きましても、施設の調査の範囲ということで、公

用財産の位置づけとしまして、市の事務及び事業

を行うために直接使用することを目的とする財産、

公共用財産としまして、市民の利用に供すること

を目的とする財産ということで、この文について

は、最終的には修正になっている箇所でございま

すので、申しわけございません。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） ありがとうございました。 

  これはパブリックコメントで出たときに打ち出

した資料でしたので、市民の皆様が見たのは、多

分こちらだと思います。 

  それでは、再質問に戻ります。 

  このパブリックコメントは市民からどの部分に

対して、どのような意見を寄せてもらいたいと想

定して、意見募集されたものでしょうか、お伺い

いたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） パブリックコメントを

行った目的でございますけれども、今般、策定し

ました市有財産の有効活用について、幅広く意見

を求めるということでございまして、このパブリ

ックコメントといいますのは、那須塩原市の「市

民意見募集手続に関する要綱」に基づいて行った

ところでございまして、その要綱には、市の政策

形成過程における公正の確保と透明性の向上を図

り、もって市民の参画により、開かれた市政の推

進に資することを目的とすると規定されていると

ころでございまして、今回の市有財産の有効活用

に関する基本方針案も、この要綱の目的に沿って

行われたというところでございます。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） ありがとうございました。 

  要綱に基づいて公正の確保、透明性、開かれた

市政ということで、パブリックコメントを出され

たということですが、残念ながら市民からは意見

が寄せられなかったとのことです。今回のように

意見が寄せられなかった場合、市としてはどのよ

うに判断されるのでしょうか。これで、この基本

方針案については、市民から承認されたとみなさ
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れるのですか、お伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） これでパブリックコメ

ントがなかった場合、これが承認されたと位置づ

けるのかということでございますけれども、あく

までもパブリックコメントについて、市民の意見

を求めるということでございますが、その意見が

市民からはなかったということの位置づけでござ

います。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） 先ほど市長からもお話が

ございましたが、パブリックコメントもいろいろ

ございまして、内容が難しくて市民がよくわから

ないということもありますし、もしかしたら、意

見募集が出ているということを市民が気がついて

いない場合もあると思います。そういうときに市

民の意見はなかったものとみなされることになる

のでしょうか。今、そういうお答えだったとは、

思うんですけれども。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 現行の制度の中では、

市民の意見がなかったというふうにしか捉えられ

ませんので、そういうふうなことで、この案につ

いて市民の意見はなかったというふうに理解をし

ております。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） 今回のパブリックコメン

トの内容は、市が所有している施設の名称がざっ

と列記されていて、ざっくりとした今後の課題が

下に示されているだけで、それぞれの施設の活用

法について意見を求めているのか、それとも、そ

の下の課題に対して意見を求めているものなのか、

それとも、この基本方針案全体に対して意見を求

めているものなのか、私にはよくわかりませんで

した。 

  新しく条例を制定するので、内容はこれでよろ

しいかなどと具体的に目的とするところがはっき

りしているものならよいのですが、今回の意見募

集は、対象となる内容の意図が少しわかりにくい

と思いました。この点については、市長、先ほど

おっしゃっていましたけれども、どのようにお考

えでしょうか。難しかったとお思いでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 先ほど答弁させていた

だきましたが、今回の市有財産の有効活用につい

てのパブリックコメントについては、この案に対

して、全体的に意見を求めるということでござい

ましたので、確かにこの全部を見て、市民の方が

どれだけ理解をされたかということには、疑問も

ありますけれども、そういうことで、パブリック

コメントという制度を活用してやっていく中では、

こういったやり方で、今回はさせていただいたと

いうところでございます。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） とても大切なことですの

で、市民に対して開かれた市政ということで出し

てもらわなくてはならないものだと思うんですけ

れども、市民にとっては、やはりわかりやすいと

いうことが一番大事だと思うんです。でないと、

あくまで情報公開の一手段であるというスタンス

であれば、いつまでたっても一方通行のままにな

ってしまいます。市民も日常生活に追われており

ますので、なかなか市役所の動向を一部始終追う

ことはできません。市民に対してホームページや

広報を必ず読んで意見募集にはしっかり意見を出

してくださいということは、なかなか難しいと思

うんです。 
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  なぜなら、市民は市役所を信頼して、市の業務

を任せているからです。それでも、市が市民の意

見を本当に聞きたいと思っているならば、もう少

し丁寧な伝え方が必要だと思います。幾らホーム

ページやツイッター等で意見募集のお知らせが出

ても、今回のような基本方針案などは、膨大なフ

ァイルをあけてみないことには、内容がわかりま

せん。つまりパソコンでデータをアウトプットし

て見なければいけないわけです。全ての方が常時

パソコンからパブリックコメントの情報をアウト

プットできるわけではありません。せめて、市役

所内に市民意見募集係などを設置し、現在、募集

されている内容をいつでもその場でじっくり閲覧

し、わからない点は、その場で質問できるような

窓口もしくは行政施策を考える市民講座のような

ものがあるといいと思います。 

  市民協働を進めていく上で、これからの市の方

向性をともに考えていきましょうという目に見え

る場所が必要だと私は思っています。市民の中に

は、行政に興味を持ち、市の施設に対してこうい

う設備があるといいのに、この設備はもう少しこ

うしてくれると使い勝手がいいのにというアイデ

アを持っている人はいっぱいいると思います。 

  具体的なアイデア募集ということであれば、も

っと意見も出るかもしれません。例えばこの基本

方針案10ページに記載されていました学校関連施

設の課題として、これらの施設の有効活用を検討

していかなければならないと記載されていますが、

これに対しても、今後、市民の意見を募集するこ

とはあるのでしょうか、お伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（山﨑 稔君） とりわけ学校の未利用

地あるいは土地についてのお尋ねですが、ほかの

学校施策の統廃合関係の中でも、何度かお話を差

し上げましたが、昨年の暮れ、庁内に跡地に係る

活用の検討委員会というものをつくりまして、基

本的には地元の方々との話し合いの中で、行政が

持ち寄ってくる案とのすり合わせをして、何がベ

ストかと、そういう中で模索しながら、跡地につ

いて、あるいは施設について検討していきましょ

うと、こんなふうな考えで、現在進んでいるとこ

ろでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） ありがとうございます。 

  この10ページには、跡地だけではなくて、実際

の調理場であるとか、児童生徒サポートセンター、

宿泊体験館メープルなども入っております。１月

に栃木県女性議員連盟の研修で高根沢町にある不

登校児童のための施設、ひよこの家を視察してま

いりました。ほかの市の子どもも分け隔てなく受

け入れていました。那須塩原市のメープルもいろ

いろな体験ができる施設だと伺っております。利

用率がもし満杯でないのなら、ぜひほかのまちの

子どもたちでも希望があったときに受け入れてあ

げればよいのではないかと思いました。 

  あと11ページに記載されている社会教育施設の

課題として、新たな図書館の整備について検討す

る必要があるとあるのは、どのような市民のニー

ズに対応するものなのでしょうか、お伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 11ページですね、図書

館について記載がございます。既存にない施設の

新たな図書館の整備ということで、今後のそうい

った検討をする必要があるというような記載にな

っておりますけれども、既存の施設にない新しい

図書館ということのイメージにつきましては、今、

黒磯駅前の活性化の中で図書館ということも取り
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組みの中で考えられているところでございます。

そうした中で新しいイメージの図書館の整備を検

討していくというようなことも、この中には含ま

れております。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） ありがとうございます。 

  検討する必要があると書いてありましたので、

もしかしたら何かニーズをつかんでいらっしゃる

のかなと思ってちょっとお伺いしたんですけれど

も、図書館については、次の黒磯駅前及び周辺地

域活性化についての質問項目にも挙げております

ので、その項で再度お聞きしたいと思います。 

  14ページの八郎ヶ原牧場ですが、平成26年度予

算において、年間約800万円の管理費用が計上さ

れております。この施設での放牧は、震災のあっ

た平成23年度でストップしたままなのでしょうか、

お伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいま八郎ヶ原

放牧場における放牧について、どうなのかという

お尋ねでございますけれども、現在、放牧につき

ましては、平成25年度におきましては、入牧は実

施はいたしてございません。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） ありがとうございます。 

  たまたまホームページで放牧場のきれいな写真

が出ておりましたので、すてきなところだなと思

ったんですけれども、放牧の実績が23年度でとま

っておりましたので、もしかしたら震災の影響だ

ったのかなというふうに感じました。今後、放牧

場として、継続して使われる見込みはあるのでし

ょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） 今後、放牧場とし

て使われるのかというお尋ねでございますけれど

も、あの放牧場につきましては、やはり本市は酪

農、本州一の本当に生産を誇っておりますので、

放牧につきましては、今後も引き続き行ってまい

りたいという、そんな考えでおります。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） 今後も使われる見込みは

あるということですが、申し込みがなければ使わ

れないまま経常的に維持管理費が発生してしまう

のかなと感じております。昨年度も780万円計上

されておりました。これも、この広い施設が面積

を有しているので、余剰スペースを有効に活用で

きるような取り組みを検討していかなければなら

ないと課題の中にありますので、もし何かほかの

方法、活用方法を検討されているとすれば、広く

情報を出して、早急に次の手を考えていただきた

いと思いました。 

  ほかにも、具体的な課題についてお伺いしたい

点が幾つかありますが、今後、各部門別に計画が

策定される際に、また意見募集があると思います

ので、その機会にお伺いしたいと思います。 

  次に、⑷について再質問いたします。 

  未利用市有地について、ご説明いただきました。

随分たくさん広い面積があるということですが、

この中で維持管理費用が経常的に発生している未

利用市有地というのは、どのくらいあるのでしょ

うか、お聞かせください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（成瀬 充君） 未利用地でございます

けれども、一般的にかかる経費としては、草刈り

等実施をしております。年間で約140万程度の草

刈り費用ということで、迷惑にならない形で草刈

りを実施しているという状況でございます。 
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○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） 年間で140万円というこ

とで、ありがとうございます。 

  市が所有している未利用市有地の情報について

ですが、市民はいつでも情報を得られるのでしょ

うか、閲覧できるのでしょうか、教えてください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（成瀬 充君） バブコメのほうには、

パブコメにも未利用市有地というものは、載って

ございませんけれども、新たな基本方針のところ

には、載せてございます。そういった中で、一般

の市民の方がすぐに未利用地は、どういうものが

あるのかというものが、見られる状況にはなって

ございません。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） わかりました。 

  大変広い土地を所有しておりますので、そのま

まずっと放置しておくのも、とてももったいない

と思います。この基本方針の中には、庁内で定期

的に照会をかけているというふうに説明があった

んですけれども、例えば災害時避難所となり得る

自治公民館の設置場所や地域住民による自主防災

倉庫の設置場所などに適した場所はあるのでしょ

うか。 

  もしくは、先ほど市長からもお答えがありまし

たけれども、市民やＮＰＯに対して貸したり売却

したりすることも十分あり得ることなんでしょう

か、お聞かせください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（成瀬 充君） それらにつきましては、

未利用市有地の利用及び処分計画、部門別計画に

なりますけれども、平成19年に策定して以来、重

立った改定をしておりません。今回、これらの基

本方針が出たことに伴いまして、新たなものをま

た策定をして、各部局に照会をかけて、ただいま

質問があった利用ができるかどうかというものを

検討してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） ありがとうございます。 

  であれば、市役所内だけで定期的に照会をかけ

るだけでなく、ホームページ上で常に最新情報を

アップするとよいのではないかと思います。ネッ

ト上で地図を閲覧できるようにすれば、より多く

の市民が活用しやすいと思います。市が行政とし

て利用価値があると判断して、保有を継続したい

場所にはその旨を記載し、それ以外のものには、

どのくらいの面積があって、どのような用途に適

しているものなのか、ある程度セールスポイント

を付加して情報を出せば、処分を早める助けにな

ると思います。 

  今回のコスト、質、量の見直しを行うというこ

の基本方針案は、とても大切な取り組みだと思い

ます。 

  また、施設の見直しにおける共通のルールとし

て挙げられている最初の項目に利用者に対し、サ

ービスを提供する施設については、市民に対して

負担や痛みを求める前に、まずは行政みずからが

できる見直しを率先して進め、詳細なニーズ調査

を実施するなどし、現状のサービス内容の見直し

や施設存続の必要性などについて検討を行うとあ

るのは、今まさに行政に求められている姿勢だと

思います。現在、市が所有している財産を市民が

納得できる形で有効活用して、市を愛する住民が

本当に住みよい町だと実感できることが、今後、

選ばれる町となるための第一ハードルだと思いま

す。 

  検討中の新しい施策や方針については、市民が

どのタイミングで、どの部署にどのような方法で
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意見を伝えることができるのか、そういう道筋を

きちんと示していただくことで、市民の意見を政

策に反映し、協働のまちづくりにつながると思い

ます。では、１の質問は、これで終わりにいたし

ます。 

  ２、黒磯駅前及び周辺地域活性化について。 

  平成26年度から実施される「黒磯駅周辺地区都

市再生整備計画」に基づいて、さまざまなハード

事業が予定されていますが、市民にとって長きに

わたり悲願であった黒磯駅前の再生をなし遂げる

には、丁寧な検証と不退転の覚悟が必要と思われ

ます。そこでお伺いいたします。 

  ⑴「黒磯駅前及び周辺地域活性化懇談会」の位

置づけをお伺いします。 

  ⑵「黒磯駅前周辺地区都市再生整備計画」の今

後のスケジュールについてお伺いします。 

  ⑶周辺地域の定義について、想定されている具

体的なエリアをお伺いします。 

  ⑷青木の道の駅は、この周辺地域に含まれるの

かお伺いします。 

  ⑸駅前図書館の概要についてお伺いします。 

  ⑹まちなか交流センターの概要についてお伺い

します。 

  よろしくお願いします。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君の質問

に対し、答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） それでは、２、黒

磯駅前及び周辺地域活性化につきまして、私から

は、⑴、⑶及び⑷のご質問にお答えいたします。 

  まず、⑴の黒磯駅前及び周辺地域活性化懇談会

の位置づけについて、お答えいたします。 

  黒磯駅前周辺地区の整備につきましては、平成

26年度から黒磯駅周辺地区都市再生整備計画に基

づき、ハード事業を中心とした事業を予定してお

りますが、駅前地区の活性化を図るためには、周

辺地域を含め、明確なコンセプトのもとに戦略的

な事業の展開が必要であると考えております。 

  このため黒磯駅周辺地区都市再生整備計画の実

施にあわせさまざまな見地からの意見を集約し、

一体感を持って当該地域の活性化を図るため、市

内経済団体等の代表者や有識者による黒磯駅前及

び周辺地域活性化懇談会において、検討をいただ

くこととしたものであり、去る１月23日に第１回

目の懇談会を開催をしたところでございます。 

  具体的には、本市が有する地域資源や観光資源

を生かしたブランドイメージの構築、新しい施設

のイメージの構築、誘客に向けたにぎわいの創出

や周遊性の向上など黒磯駅前及び周辺地域の活性

化に関する事項について、協議検討をお願いする

ものでございます。 

  次に、⑶周辺地域の定義について、想定されて

いる具体的なエリアについてお答えいたします。 

  周辺地域の具体的なエリアにつきましては、黒

磯駅周辺地区都市再生整備計画の計画区域と青木

地区、板室地区及び県道黒磯田島線、通称板室街

道と称してございますが、その沿線地域を想定し

ております。 

  次に、⑷青木の道の駅は、この周辺地域に含ま

れるのかについてお答えいたします。 

  ⑶でお答えいたしましたように、青木道の駅は、

周辺地域に含まれます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 建設部長。 

○建設部長（若目田好一君） 私からは、黒磯駅前

及び周辺地域活性化についての⑵、⑸、⑹の質問

に順次お答えいたします。 

  初めに、⑵の黒磯駅周辺地区都市再生整備計画

の今後のスケジュールについてでありますが、本

計画における事業期間は、平成26年度から平成30
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年度までの５カ年を予定しております。平成26年

度は、黒磯駅西口広場の測量及び基本設計、黒磯

駅東口広場の測量・設計と用地取得、物件補償、

まちなか交流広場の測量、用地取得、物件補償、

既存建築物解体工事などを予定しております。 

  平成27年度は、黒磯駅西口広場の詳細設計及び

用地測量、黒磯駅東口広場の整備工事、黒磯駅東

西連絡橋、まちなか交流広場及びまちなか交流セ

ンターの設計などを予定しております。 

  平成28年度は、黒磯駅西口広場の用地取得、黒

磯駅東西連絡橋のＪＲ設備補償、まちなか交流セ

ンターの建築工事、駅前図書館の設計などを予定

しております。 

  平成29年度及び30年度は、黒磯駅西口広場の整

備工事、黒磯駅東西連絡橋の改修工事、まちなか

交流広場の整備工事、駅前図書館の建築工事、黒

磯駅西口駐輪場駐車場の設計及び整備工事などを

予定しております。 

  整備スケジュールにつきましては、関係機関と

の調整や補助金の交付状況などにより、多少前後

することも考えられます。 

  次に、⑸の駅前図書館の概要についてお答えい

たします。 

  黒磯駅西口広場に隣接しました市有地に駅周辺

の拠点の確保や集客向上を図るため、駅前図書館

の整備を予定しております。図書館は３階建てで、

延べ床面積は約3,300㎡を想定しております。 

  次に、⑹のまちなか交流センターの概要につい

てお答えいたします。 

  駅前通り商店街のスーパー及び旧ホテル跡地に

観光客を呼び込める拠点施設として、まちなか交

流センターの整備を予定しております。交流セン

ターは、２階建てで、延べ床面積は約1,200㎡を

想定しております。 

  駅前図書館を初めその他の施設における詳細な

内容につきましては、今後の黒磯駅前及び周辺地

域活性化懇談会の意見などを十分に参考にしなが

ら、進めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） ご答弁ありがとうござい

ました。 

  では、⑴、⑵について再質問いたします。 

  まず、懇談会の位置づけについてご説明いただ

き、概要は理解いたしました。先日、この懇談会

の資料を頂戴したんですが、懇談会の委員の人選

を見てみますと、先ほどご説明がありました市内

経済団体と市外からの有識者で主に構成されてい

ますが、サービスを受ける側である黒磯駅を利用

する一般市民は含まれておりません。 

  また、駅前図書館やまちなか交流センターなど

幅広い市民が利用する施設の設置が予定されてい

るにもかかわらず、車を使わない高齢者や女性市

民の委員が含まれておりません。ラストチャンス

とも思われる今回の駅前開発の重要なコンセプト

を決めるという、この懇談会、商業利権者と地元

出身でない学識経験者としかもほとんどが男性と

いう旧態依然とした懇談会の中で検討されるとい

うことに大変違和感を感じます。なぜこのような

形でのスタートになったのでしょうか。この駅前

開発は、誰のためのものなのかお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいま懇談会の

委員についてのメンバーに女性あるいは市民が入

っていないのではないかというお尋ねでございま

すけれども、当然、まちづくりを考えていく上に

おきましては、地元の方々の声を取り入れていく

ということは、重要なことだという認識を持って

おります。 
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  今回の懇談会のメンバーにつきましては、12名

の方にお願いをしたわけでございます。この中で

地元の方々が８名、それから有識者の方々が４名

となっております。地元の方々につきましては、

経済団体等の代表者でございます商工会あるいは

観光協会、青年会議所、それから駅前の商店会、

そういった代表の方、それから地元の経営者の方

ですね、そういった方などが入ってございます。 

  地元の代表の方々におきましては、やはり高い

識見とリーダーシップ、そして豊富なご経験をお

持ちの方々でございます。特に、地元の意向や意

見などを集約ができるということで、そういう

方々にお願いをしているところでございます。当

然、そういう方々におきましては、女性の代弁者

あるいは地域の代弁者としての認識と役割も担っ

ていただいております。すなわちそういった方々

に地元の率直なご意見あるいはご要望、ご意向な

どもお話をしていただくということになってござ

います。 

  また、さらに、今度地元の方々におきましても、

さらに声を吸い上げるということも考えてござい

まして、ヒアリングなどを今後の中で行う予定を

しておりますので、そういった機会の中でいろい

ろなご意見等などを集約をしてまいりたい、この

ように考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） ありがとうございます。 

  もちろん駅前の地権者の方、商業をなさってる

方のご意見は大変重要になってくると思います。

この駅前開発の重要なコンセプトを決める懇談会

には、地権者や経済団体の方だけでなく、一般市

民のよりどころとなるべく利用者側の代表も当然

入るものと私は思っておりました。地元市民に愛

されない駅前がどのようになるのか、想像にかた

くありません。たくさんの市民の声を聞かないで

計画し、結果、多数の市民に受け入れられない結

果にならないか、私は大変心配しております。多

額の費用をかけて開発するからには、広く市民に

意見を求めることが大切だと思いますが、その点

について、もう一度お伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいまそういっ

た懇談会を立ち上げるにおいては、地元の方、市

民の方々の参画がどうしても必要なのではないか

という、そのようなお尋ねかと思いますが、実は

懇談会を立ち上げる上で、委員の選任につきまし

ては、種々検討をさせていただいたところでござ

います。そうした中で、地元を統括あるいは総括、

そして集約できる、そういった立場の方々として、

地元の経済団体等における各分野の代表の方々を

選任させていただいたところでございます。 

  その理由といたしましては、そういう地域のリ

ーダーである方々に参画をしていただくことが将

来のまちづくりというものを考える上で基本であ

るというふうに考えたわけでございます。 

  また、そうした中でスピード感を持って取りま

とめを行ってまいりたいと考えておりまして、先

ほども申し上げましたが、その取りまとめを行っ

ていくプロセスにおきまして、地元の方々の声な

ども十分お聞きをし、取り組んでいくというそう

いう基本的なスタンスでおりますので、そういう

意味からも、委員の３分の２の方々を地元の方に

お願いをさせていただいたというところでござい

ます。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） それでは、この懇談会は

市民に公開されるのでしょうか、誰でも傍聴でき

ますか、お伺いします。 
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○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいま傍聴でき

るのかというお尋ねでございますが、基本的に懇

談会は、公開をして進めるという考え方は、今と

ってございませんけれども、ただ、懇談会の中で

ヒアリング等を地元の方々に対するヒアリング等

を行う予定をしておりますので、そういった中で、

広く意見を集約し、あるいはそういう中で、一部

そのお話の様子をお聞きすることはできるという

ことでございますが、基本的には最終報告書をま

とめていただいて、基本的なコンセプトであると

か、あるいはまちづくりのイメージですね、そう

いったものを提言をしていただくという、そんな

考え方に立って進める予定をしております。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） 報告書が出るまで市民は

内容がわからないわけですから、意見の出しよう

もないと思うのですが、どうしたらいいのでしょ

う。この懇談会が終了後、新たに別に市民を巻き

込んだ検討などは行われるのでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） 今後、市民の方々

を交えてそういう検討を行われるのかというお尋

ねでございますけれども、現在、将来に向けた駅

前をどうするか、あるいは先ほども申し上げまし

たように、青木地区、それから板室地区といった

ようないわゆるまちづくりあるいは地域づくりを

どうしていくかという基本的なコンセプトを構築

をし、そのコンセプトに基づいて、これから各種

事業を展開していくということになろうかと思い

ます。 

  したがいまして、そういう段階において、広く

市民あるいは女性の方等のご意見等をお聞きをし

ながら進めていくということになろうかと思いま

す。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） この基本的なコンセプト

を決める大事な懇談会、ここがやっぱり一番肝心

なことだと思うんです。この懇談会の開催スケジ

ュール、私は資料を頂戴しましたが、詳しく教え

てくだい。よろしくお願いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） 今後のスケジュー

ルについて、具体的にというお尋ねでございます。

今後のスケジュールにつきましては、１月23日に

最初に会議を開催をさせていただきました。全部

で５回予定をいたしております。５回といいまし

ょうか、５回程度ということで、ご説明させてい

ただきたいというふうに思いますけれども、第２

回目以降につきましては、現地の視察であります

とか、地元の委員の意見の聴取、そういったよう

なことを行ってまいりたい。 

  それから、３回、４回ですね、これは具体的に

その回に何をするということを明確に今の段階と

して決めてはございませんが、その中で、今度は

地元の方のヒアリングでありますとか、あるいは

有識者のご意見とかご提言とか、そういった多く

の方々、委員の方々の意見なども集約をし、その

地元のヒアリングにおきましては、十分多くの

方々のご意見等も取り入れながら、意見の集約、

あるいはその方向性を協議をし、最終的にはその

ような懇談会の中で出されましたいろいろなご意

見やご提言などを踏まえて、意見を集約してまい

りたいというふうに考えてございます。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） 現地視察というのは、黒

磯駅前を見るということでよろしいですか。 
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○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） お答えいたします。 

  この現地視察というのは、駅前を見るのかとい

うことでございますが、今回、予定をさせていた

だいておりますのは駅前、それから青木地区、そ

れから板室地区ということを想定をいたしてござ

います。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） ３回目にやっと委員に含

まれないカテゴリーからのヒアリングというのが

載っているのですが、これは、どのような方法で

ヒアリングするのでしょうか、具体的な方法を教

えてください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ヒアリングの具体

的な方法ということでのお尋ねでございますけれ

ども、それにつきましては、現在、どのような方

法をとったらいいかということについては、まだ

そこまでちょっと詰めてはございませんが、そう

いった進め方につきましても、懇談会の中できち

んと協議をしてまいりたいというふうに考えてご

ざいます。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） ３回目で初めて一般のカ

テゴリーの意見が出されるわけですが、この懇談

会の進め方を見てみますと、この日に専門家の方

の意見表明とあります。ということは、専門家の

方は、那須塩原市民の一般カテゴリーの意見を確

認する前に意見をまとめてこられるということで

しょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいまそのカテ

ゴリーのお話がございました。それから委員会の

開催のタイミング等ということでのお尋ねでござ

いますけれども、そういったスケジュールにつき

ましては、今後の中で、さらに具体的な協議事項

とか、スケジュールとかというのを検討してまい

りますので、資料として、お示しさせていただい

ものにつきましては、スケジュールについても、

若干前後してまいりますので、その点はご理解を

いただきたいというふうに思います。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） わかりました。 

  この資料は、これから変更もあるということで

すが、今の段階では、全５回程度というふうにお

っしゃっておりましたが、スタートしてから半年

で５回、先ほど申し上げたバランス構成の懇談会

の中で５年の歳月をかけて２分の１が国費とはい

え、総事業費35億円かけるラストチャンスとも思

われる今回の黒磯駅前開発のコンセプトが決まる

ということですね。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） 先ほどご答弁申し

上げましたように、駅前、それから青木地区、そ

して板室温泉地区まで含めた全体のグランドデザ

インなども考えていくということでございますの

で、そういった意味におきまして、きちんとした

コンセプトを構築したいというふうに考えてござ

います。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） 平成26年度予算の中でま

ちづくり事業費の新規事業、黒磯駅周辺地区中心

市街地活性化推進事業として、578万1,000円が予

算化されており、有識者４名の謝礼が225万円、

それと、この懇談会の運営として270万円の委託

料があります。これは、何の費用となるのでしょ
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うか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） 平成26年度の予算

についてのお尋ねでございます。一つは報償費と

いたしまして225万円を計上させていただきまし

たが、これは、各委員に対しましての報償費とい

うことで計上させていただいております。 

  それから、委託料につきましては、270万を予

定いたしておりますけれども、これにつきまして

は、懇談会の運営にかかわる運営費用並びに報告

書の作成費用等、そういったものを委託をいたし

まして、きちんとした報告書にまとめるというこ

とでございます。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） 運営費、報告書の作成に

270万円、かなりの額がかかる報告書だなと思い

ます。イベント活動支援の補助金は80万円となっ

ておりました。この活性化推進事業費578万円の

大部分が委託料、もしくは有識者への謝礼として、

人に支払われるわけですね。確認ですが、この懇

談会の有識者の方は、駅前開発やまちづくりのプ

ロフェッショナルが招かれているということでよ

ろしいですか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） この有識者の方々

の今お尋ねでございますけれども、今般、選任を

させていただきました有識者の方々におきまして

は、まちづくり等において、大変造詣の深い方で

ございまして、また、学識なども持っておられま

す。さらに、全国的にもいろいろな自治体でご活

躍をいただいていると、そういった方々を選任を

していただいたという経緯がございまして、この

黒磯地区にもおいでになったことがある委員の方

もいらっしゃいますし、また、黒磯地区の事情に

ついては、非常にいろいろ調べていただいて、か

なりのことを熟知しておられるという状況にござ

います。 

○議長（中村芳隆君） 質問の途中ですが、ここで

昼食のために休憩いたします。 

  午後１時、会議を再開いたします。 

 

休憩 午後 零時 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（中村芳隆君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） 先ほど懇談会の有識者の

方々は、駅前開発やまちづくりのプロフェッショ

ナル、全国的に活躍されている方だというお答え

をいただきました。この方たちは、全員この懇談

会だけの委員なんでしょうか。当市のほかのプロ

ジェクトの企画にかかわったり、委員をお願いし

ていたりしていますか、お聞かせください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいまのご質問

でございますけれども、有識者の委員の方は、こ

の懇談会だけのための構成かというお話でござい

ますけれども、有識者４名のうち１名は市のまち

づくりのアドバイザーとしてお願いをしている方

でございまして、それ以外の３名の方は、この懇

談会だけにお願いをしているということでござい

ます。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） １名の方は、まちづくり

のアドバイザーをお願いしていて、ほかの方はこ
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の懇談会だけというお返事でした。このまちづく

りのアドバイザーという方は、ほかのプロジェク

トは、何のプロジェクトに対して、アドバイスを

いただいているのか、教えてもらうことはできま

すか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 黒磯駅前の懇談会の１

名のアドバイザーということでございますけれど

も、現在、定住促進また観光戦略、那須塩原駅前

についてのいろいろ相談に乗っていただいており

ます。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） 定住促進並びに駅前の開

発などにアドバイスをいただいているということ

なのですが、複数の事業に関してアドバイスを委

託しているということであれば、委託料が発生し

ていると思うのですが、参考までにその謝礼もし

くは委託料などの金額を幾らお支払いしているの

か、お伺いすることはできますか。 

○議長（中村芳隆君） 藤村由美子君に申し上げま

す。 

  通告内に質問をもう一回戻して、質問していた

だきたいと思います。 

○１番（藤村由美子君） 複数の重要な施策につい

て、特定のアドバイザーのアドバイスを頼りにし

ているように見受けられますが、市はこの方法が

ベストだと考えているのでしょうか、お聞かせく

ださい。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 現在、お願いをしてい

るアドバイザーの方につきましては、大変見識の

高い方でございますので、さまざまな事業に対し

てアドバイスをいただくにふさわしい方だという

ふうに思っています。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） 優秀な市の職員やさまざ

まな経験を持つ市民の声は必要とされていないの

でしょうか。一市民として暗たんたる気持ちにな

ります。私は職員も含めて市民みずからが自分た

ちの町を見詰め直し、周知を集めて新たなまちづ

くりに取り組まないと市民協働のまちづくりは実

現しないと思っています。この黒磯駅前の開発に

関しても、そのことを強くお願いして、次の⑶の

質問に移ります。 

  今回、回遊というコンセプトが先ほど示されま

したが、この回遊で想定している範囲について、

もう少し詳しくご説明をお願いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一君） 今回の都市再生整備

計画のエリアにつきましては、全協のときにもお

示ししましたけれども、北は黒磯公園を含む約

141.6㏊ということで考えておりますので、駅前

だけではなく、そちらのほうも含めた区域という

ようなことになっております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） 黒磯公園のほうまで含ま

れるということで、私の事務所も板室街道に面し

ておりますが、今回の懇談会メンバーのお一人が

経営されているカフェに向かって多くの若者が歩

いて前を通り過ぎます。これは、このカフェが

1980年の最後のころ開店してから起こった黒磯地

域における一大社会現象でした。田舎町なのにど

こからこんなにたくさんの若者がわいてくるのか

という驚くほど、我も我もとカフェの周りに人が

あふれていました。若者に人気があるとなれば、

うわさを聞きつけた中高年世代も訪れます。古い
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建物を大事にしながら改装し、まちの中で浮き出

ることなくしっくりとこの地に根差してきたこの

カフェ、私どもの事務所を若い人に説明するとき

には、板室街道というよりも、あのカフェと同じ

通りですよと説明すれば大抵わかってもらえたも

のです。市外の人でもこのカフェには、思い出が

あるという方もいらっしゃいます。これだけ若い

方を中心にたくさんの人が訪れている二十数年に

及ぶ実績をぜひ最大限に活用して、回遊ルートを

想定するとよいのではと思っております。 

  次に、⑷について再質問いたします。 

  黒磯駅前とその周辺地域の範囲に青木の道の駅

も含まれているとのお答えでした。黒磯駅から板

室温泉までの集客ルートを想定するとすれば、当

然通り道であるこの道の駅の利用拡大策も考えな

くてはなりません。現状として、この青木の道の

駅は、課題はありますでしょうか、お伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一君） 道の駅の課題という

ことでございますが、道の駅につきましては、県

の施設が土地が大部分でありまして、その中に一

部地元の農産物等を扱う施設、また、レストラン、

小さなレストラン、ちょっと軽食ができるところ

があるかと思います。そういった中で、規模的に

ちょっと小さいというふうなことが、私としては、

今現在考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） 規模的に小さいというお

話でした。この道の駅の管理は、今おっしゃった

県の所有地ということでした。那須塩原市におい

て、管轄は土木さんでよろしいのですか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一君） 道の駅の中でも建設

部門と産業観光部のほうで分かれておりまして、

道の駅のトイレ、駐車場、またお花畑とか、あそ

こに森林がありますけど、そこにつきましては、

市の道路課のほうで担当しております。あそこの

産直につきましては、農務のほうでやっておりま

して、あと青木邸がございますが、これにつきま

しては、生涯学習課ということで、それぞれ分か

れております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） ありがとうございます。 

  とても複雑な管轄になっているということがわ

かりました。青木の道については、市民の方から

もやはり駐車場が狭い、魅力がいまひとつという

意見が届いております。青木邸というすばらしい

建物があり、すてきな場所なのにもったいないと

いうのが正直な気持ちです。 

  休日には、駐車場が狭くてくるくる回らなくて

はとめられないこともあります。駐車スペース、

物産店の面積、飲食スペースの拡充を図らなくて

は、せっかくの資産を有効活用できていないと思

われます。魅力的な商品やレストランを併設すれ

ば、今以上に人気の観光スポットになり得るすば

らしいところです。管轄が複雑な現状をぜひ解決

していただいて、この道の駅の発展を試みていた

だきたいと思います。 

  農業を担う若い世代にとっては、六次産業とし

ての新しいビジネスチャンスにもなり得るスペー

スでもありますし、災害時には、黒磯地区の観光

客にとって一時避難所にもなることが想定されま

す。早急に縦割り行政の壁を越えて改善策をとっ

ていただきたいと思います。いかがでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 藤村由美子君に申し上げま

す。 
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  通告範囲を超えておりますので、質問を戻して

ください。 

○１番（藤村由美子君） すみませんでした。 

  それでは、次の⑸、⑹の再質問をまとめて行い

ます。 

  駅前図書館とまちなか交流センターの概要につ

いてご説明をいただきましたが、このコンセプト

についても、さきにお伺いした懇談会でこれから

決められるのですか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一君） 事業の計画に当たり

ましては、先ほど申し上げましたとおり、面積の

規模等につきまして、事業費等につきまして、計

画をして、国のこれから承認を受けるわけですけ

れども、詳細につきましては、先ほど申し上げま

したように、どのような施設がいいかというのは、

今後、検討して詰めていきたいというふうに考え

ております。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） これから、検討して詰め

ていっていただけるということで、５回の懇談会

では、たくさんのコンセプトを決めるのは、容易

なことではないだろうと思いました。 

  図書館といえばどちらかといえば子育て世代と

学生の利用が多いわけですから、その市民の声を

しっかり吸い上げて実現していただきたいと思い

ます。私が聞いた範囲では、雨でも子どもを遊ば

せる場所があれば助かるという声や市内には、幼

児よりも中高生の居場所が少ないなどとの声があ

りました。駅前ですので、親が迎えに来るまで学

生が自習しながら待っていられる居場所があると

いいと思います。本を置くだけでなく、子育て世

代に優しい施設として機能を備えれば、きっと若

い世代が駅前に集うことになると思いますが、い

かがでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一君） 今のご意見は理解で

きるところでありますが、敷地の面積とか、あと

は事業費の問題とか、いろいろ制約がございます

ので、そういった中で先ほど申し上げましたよう

に、今後、検討させていただきたいというふうに

考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） 面積、事業費の制約があ

るということは、十分承知しております。 

  まちなか交流センターについては、説明から物

産店や観光情報など観光客をメーンに考えている

というご説明でしたが、それで間違いないですよ

ね。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一君） まちなか交流センタ

ーにつきましては、今のところ計画の中では、１

階が観光交流を目的とした交流センター、２階が

地域交流センターということで計画をしておりま

すが、これにつきましても、どのような形がいい

か、今後、詳細については、詰めていきたいとい

うふうに考えてございます。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） 駅前という好立地を生か

して、電車やバスで多くの市民も利用できると思

います。特に、高齢者には電車やバスでアクセス

しやすい場所ですので、郵便局などの窓口があれ

ば便利ですし、例えば、消費生活相談のような行

政サービスの窓口機能を置けば自家用車がない市

民でも使いやすいと思います。 

  市民に貸し出すフリースペース、国際交流広場
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や高齢者の生きがいサロンなど考えられる用途は

たくさんあります。このまちなか交流センターに

市民からの意見は、今後、盛り込んでいただける

というお返事だったと思ってよろしいですか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一君） 市民からの意見をど

ういうふうに聞くかということでございますが、

先ほども申し上げましたように、この交流センタ

ーにつきましては、面積で1,200㎡というような

ことで、余り大きさ的には、敷地の関係で大きく

できないというのがございますので、意見は意見

として承りますが、それを実現できるかどうかと

いうのは、なかなか難しい問題もございますので、

その辺につきましても、今後、検討させていただ

きたいというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） どうしてそう申したかと

申しますと、観光にはどうしてもシーズンのオン、

オフがあります。観光だけに頼るとオフシーズン

には人が寄りつかない閑散とした施設になり、せ

っかく来てくれた観光客が寂しい思いをしてしま

います。ぜひさまざまな市民が１年を通して使い

やすい施設にしていただき、にぎわいを演出でき

るようにすれば、商店街も１年を通して潤い、貴

重な設備投資も生かされると思います。駅前開発

の重要なコンセプトを決めるはずの懇談会は非公

開、懇談会開催回数から見ても、ふたをあける前

から中身は決まっているような感があります。さ

まざまな見地から意見を集約し、一体感を持って

当該地域の活性化を図ると先ほど部長からご説明

がございましたが、片側の見地からのみの意見が

秘密裏に集約されるようなプロセスでは、多くの

市民は一体感を持つことはできません。駅前に活

気を戻すのは、たくさんの人が行き来し、商店街

が栄えることが目的です。多額の税金を投じる今

回の黒磯駅前開発に商業サービスを提供する側、

サービスを受ける側、さまざまな市民の求めると

ころが一致できるようなコンセプトをぜひ定めて

いただくようお願いして、私の一般質問を終わり

にいたします。ありがとうございました。 

○議長（中村芳隆君） 以上で、１番、藤村由美子

君の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 大 野 恭 男 君 

○議長（中村芳隆君） 次に、８番、大野恭男君。 

○８番（大野恭男君） 皆様、こんにちは。 

  議席番号８番、大野恭男です。通告に従いまし

て、市政一般質問を行います。 

  １、高齢者福祉事業について。 

  高齢者福祉事業は、市の重要な施策と思われま

す。「高齢者が住みなれた地域で健やかに生き生

きと暮らせるまちづくり」を基本理念にし、第５

期那須塩原市高齢者福祉計画が計画どおりに進め

られていると思います。そこで、以下の点につい

てお伺いします。 

  ⑴第５期那須塩原市高齢者福祉計画における施

設整備の進捗状況及び今後の計画をお伺いします。 

  ⑵「地域包括ケア」の実現に向けて、那須塩原

市としてどのように取り組んでいるか。また、課

題があるとすれば何かお伺いします。 

  ⑶独居高齢者数及び高齢者世帯数と高齢者の安

否確認における現状についてお伺いします。 

  ⑷認知症高齢者の現状と支援策についてお伺い

します。 

  ⑸要支援認定の方が、国の施策により介護保険

から切り離される予定になっております。この件
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に関しての考えと対応についてお伺いします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（中村芳隆君） ８番、大野恭男君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） 高齢者福祉事業に

ついて、ご質問いただきました。順次お答えをさ

せていただきます。 

  初めに、⑴の第５期那須塩原市高齢者福祉計画

における施設整備の進捗状況及び今後の計画につ

いてお答えをいたします。 

  この計画は、平成24年度から平成26年度までの

３カ年の計画となります。地域密着型の施設整備

については、平成25年度事業として、小規模多機

能型居宅介護（定員25名・９床）と認知症対応型

共同生活介護（グループホーム・９床）の併設事

業所１施設と単独での認知症対応型共同生活介護

（グループホーム・９床）１施設を計画いたしま

した。２事業所とも事業者が決定し、開所に向け

て工事等を進めているところでございます。 

  平成26年度事業では、老人福祉施設整備として

既存の特別養護老人ホームの増床（10床）を１施

設、小規模多機能養護老人ホーム（29床）を２施

設計画しております。小規模特別養護老人ホーム

の１施設を除き事業者が決定し、工事に向けての

事前協議をしている段階でございます。 

  広域型の施設整備につきましては、特定施設入

居者生活介護として、平成25年度に軽費老人ホー

ム（50床）の建てかえを１施設、平成26年度に介

護つき有料老人ホーム（50床）を１施設計画し、

工事等を進めているところでございます。 

  今後の施設整備計画につきましては、平成26年

度において、「第６期那須塩原市高齢者福祉計

画」を策定いたしますので、その中で検討してま

いりたいと考えております。 

  次に、⑵の「地域包括ケア」の実現に向けた取

り組みと課題についてお答えをいたします。 

  昨年度、地域包括支援センター職員を中心とし

た地域包括ケア推進担当者会議を立ち上げ、地域

における見守り、支え合い体制のネットワーク構

築等に向けた課題の整理・検証を行いました。 

  本年度は、取りまとめた課題等を踏まえ、地域

包括支援センターを核とした顔が見える関係づく

りのための具体的な手法等について検討を進め、

「地域包括ケア」を支えるための統一的な指針等

の整備に取り組んでいるところでございます。 

  「地域包括ケア」実現に向けた課題としては、

市内の８カ所に設置している地域包括支援センタ

ーの担う役割が今後ますます大きくなることから、

地域包括支援センターの機能・運営の強化と８カ

所のセンターの中心的な存在となる基幹型地域包

括支援センターの明確化が一つの課題と捉えてお

ります。 

  次に、⑶の独居高齢者数及び高齢者世帯数と高

齢者の安否確認における現状についてお答えをい

たします。 

  市内の独居高齢者数及び高齢者世帯数について

は、平成25年10月１日現在で独居高齢者数は

4,355人、高齢者のみの世帯は3,745世帯となって

おります。 

  高齢者の安否確認の現状につきましては、緊急

通報システムの設置を初め、配食サービスや民生

委員・地域包括支援センター職員による訪問など、

関係機関団体等と連携を図りながら行っておりま

す。 

  次に、⑷の認知症高齢者の現状と支援策につい

てお答えをいたします。 

  介護認定を受けている認知症高齢者は、平成26

年１月末現在、要介護１以上で日常生活に支障の

ある方は1,848人で、65歳以上の高齢者人口２万
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5,994人に対し7.1％となっております。 

  支援策といたしましては、地域包括支援センタ

ー等における総合的な相談窓口や介護サービス基

盤の整備、また、多くの市民が認知症に関する正

しい知識と理解を深めることができるよう、本年

度認知症サポーター養成講座を８回開催し、認知

症サポーター205名の養成を図ったほか、パンフ

レットなどによる普及啓発を行っております。 

  最後に、⑸の要支援認定の方が国の施策により

介護保険から切り離される予定になっており、こ

の件に関しての考えと対応についてのご質問につ

いてお答えをいたします。 

  このことにつきましては、現在、改正に向け国

において審議をしており、正式な通知はまだ届い

てございませんが、その審議内容を見ますと、介

護予防給付のうち訪問介護、通所介護は地域支援

事業へ移行されるというふうな予定となっており

ます。 

  今後の対応につきましては、国の動向を注視す

るとともに、要支援者の介護ニーズを把握し、来

年度の「第６期那須塩原市高齢者福祉計画」策定

の中で検討し、切れ目のないサービス提供のため、

スムーズな事業の移行に努めてまいりたいと考え

ております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ８番、大野恭男君。 

○８番（大野恭男君） 答弁ありがとうございまし

た。 

  地域密着型の施設については、今、ご答弁の中

にあったように、25年度の事業で小規模多機能と

グループホーム、ワンユニットの併設の事業所が

２カ所、あとは単独のグループホーム１カ所を開

所に向けて工事を進めているというお答えで、26

年度事業については、老人福祉施設で既存のとこ

ろを10床、地域密着型、小規模ですね、小規模の

特養、地域密着型特養が２カ所あって、そのうち

１カ所がまだ決まってないというふうに私は理解

したんですが、広域型に関しては、25年度は、特

定施設入居者生活介護が建てかえが１カ所、26年

度は、50床のところのものを１カ所工事を進める

というふうに答弁いただきました。了解しました。 

  ほぼ計画どおりに施設整備がされているという

ことは確認できました。そこで、那須塩原市全体

を考えたときに、バランスよく施設整備が行われ

ているか、お伺いしたいと思います。 

  また、今現在、入居者の待機待ち、待機者は何

名いるか、お伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） まず、施設の配置

のバランスにつきましてですが、地域密着型とい

うものを今中心に施設整備を行っておりまして、

そちらについては、ある程度地域を分割した形で

の募集という形を行っております。そのような中

で、施設整備を進めていくことでニーズにあわせ

たバランスよい施設の整備という形を計画どおり

進めていければというふうに考えております。 

  また、待機者数につきましては、現状といたし

まして、25年９月末の時点での数字がまとまって

るんですが、要介護１から５の方につきまして、

233名という状況でございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ８番、大野恭男君。 

○８番（大野恭男君） バランスよく施設整備され

ているということで理解しました。 

  待機者の数が233名、介護の１から５までの方

ですか、実際施設に入れる方というのは、４とか

５とかの方になってくるかと思うんですけど、４

とか５の方というのは、実際何名ぐらいいらっし

ゃるのか、おわかりでしたらお願いします。 
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○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） 先ほどご説明しま

した233の内訳といたしまして、要介護４の方が

66名待機者としてカウントされておりまして、要

介護５の方が51名という状況でございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ８番、大野恭男君。 

○８番（大野恭男君） ありがとうございます。 

  そうすると、実際特養待機者ということで４、

５の方で117名という形で、１人の方が幾つか何

カ所か恐らく申し込みもされているので、重複は

してるかと思うんですが、今後、順調に施設整備

を進めていただければ、全員というのは無理かも

しれませんけど、待機者が減っていくというのは

確認できますので、施設整備のほうをひとつよろ

しくお願いします。 

  今後、施設整備をしていく中で、入居施設の件

なんですけど、国の居住系サービスに関する基本

指針の中に、平成26年度の介護保険３施設の個室

ユニットの割合を70％以上にするということであ

ります。今後、整備していく施設というのは、全

て個室対応ということでよろしいのでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） 実際に、今、施設

整備に関する補助金というものが国の制度に基づ

いて補助されております。その補助基準としては、

個室、ユニットということが基準というふうにな

っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ８番、大野恭男君。 

○８番（大野恭男君） 補助金の関係で個室と、こ

れは理解はしているんですが、実際介護現場の立

場からすると、個室もすばらしいんですが、例え

ば人員配置とか、そういったものを考えたときに、

実際特養なんかは３対１の配置になるんですが、

多床室もやっぱり３対１なんですね。個室でユニ

ット型の特養を例えば新規でつくるとすると、実

際例えば29人の定員ですね。そこに例えばショー

トステイ10床、39、39というと、それを３で割る

ので13ですか、13から14ぐらいの人数がいればい

いと、これは看護職も含めてになりますけど、た

だ申請したときに、それじゃ認められないんです

よね。プラス５人、要するに５人ないし６人です

かね、１ユニットに対して、大体３人から５人、

５人ぐらいですかね、必要にはなってきます。早

番がいて、遅番がいて、日勤帯がいて、夜勤がい

て、お休みがいますよね。といったときに非常に

やっぱり介護する側からすると、人がいないとど

うしようもないと、回らないという状況が実際あ

ります。 

  決まった介護報酬しか入ってこないものですか

ら、職員の給料を上げろといっても、実際介護報

酬は決まった額しか来ないので、実際上げること

ができない。よって、介護の仕事を選択してくる

若い方とかがなかなか出てこないと。景気がよく

なればなるほど、この介護の世界というのは、人

員不足、景気が悪くなってくると、幾らか人が応

募してくるというふうな状況です。 

  ですので、できれば処遇に関してもそうなんで

すが、要介護で４とか５の方というのは、実際に

個室を望んでいるのかどうかという問題もありま

すし、ご家族も高い料金を払って個室にという要

望がみんなそうなのかとか、実際はわかりません

けど、やっぱり那須塩原市としては、多床室も選

べるよ、個室も選べるよというような選択肢があ

ってもいいんじゃないかというふうに思います。 

  今現在、確かに多床室を持ってる施設というの

は３カ所ぐらいあるかと思うんですけど、いずれ
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建てかえがやっぱりどこも老朽化で、建てかえが

必要になってくるかと思うんですが、その建てか

えの時期でも結構です。何年か先になるとは思い

ますけど、そのときにぜひとも何とか多床室も幾

らか頭に置いといていただければというふうに思

います。これは要望です。ぜひお願いしたいと思

います。 

  施設整備は順調に進められてきてて、今後６期

計画の中で、またいろいろ課題があったり、要望

があったりということで、今、いろいろ練ってる

かと思うんですけど、ぜひとも市民の方のニーズ

にあった施設整備、高齢者福祉計画ということで、

６期計画のほうを策定していただければというふ

うに思います。 

  次に、⑵の再質問に入らせていただきます。 

  地域包括ケアって言葉で言うと簡単なんですけ

ど、すごく重いものであって、それを十分私も理

解するんですが、先ほど答弁の中に地域包括職員

を中心とした地域包括ケア推進担当者会議ですか、

本当に一生懸命されてると思います。その中で、

見守り、支え合いの体制ですね、ネットワーク構

築に向けた話し合いをたくさん何度もされてると

思います。 

  また、今後、地域包括ケアの実現に向けて市内

に８カ所地域包括支援センターがありますけど、

その役割がすごく大きくなってくるのは十分わか

ります。答弁の中に地域包括支援センターの機

能・運営の強化ということと、あと８カ所の中心

的な存在である基幹型、基幹型の地域包括支援セ

ンターをつくっていくというふうにご答弁があっ

たんですが、本当に大賛成です。 

  まず、地域包括ケアというのをどのように捉え

ているかというのをお伺いさせていただきます。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） 地域包括ケアにつ

いてどのように捉えているかという部分なんです

けれども、高齢者の方がそれぞれの地域の特性に

応じて、その地域ごとに存在する高齢者の方々を

支える、住民の方々を支える、さまざまな社会資

源が那須塩原市内にはございます。その社会資源

をしっかりと掘り起こし、そしてその一人一人支

援を求めてくる高齢者の方々一人一人に、その一

人一人にあったサービスが提供できるように、そ

れぞれの地域資源をつないでしっかりと支援をす

るというふうなシステムというふうなものができ

上がるときっとその地域で生き生きと暮らせると

いうふうなことが実現できるのかと、そんなとこ

ろが地域包括ケアというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ８番、大野恭男君。 

○８番（大野恭男君） ありがとうございます。 

  社会資源の掘り起こしを早急にしていただいて、

それを皆さんにわかっていただくということに専

念していただいて、やっていただければというふ

うに思います。この地域包括ケアというのは、実

際、地域住民同士の支え合いというのが第一であ

って、そのコーディネートをするというのが地域

包括支援センターであって、地域包括支援センタ

ーを裏から支えてあげるのが行政、市、もしくは

基幹型の地域包括支援センターだと思ってます。 

  地域包括ケアの勉強会とか、そういったものを

地域の住民の方と今後どんどん行っていかないと、

地域の方がやっぱりピンと来ないと思うんですよ

ね。まず、自治会の方と話し合いをする場を設け

てみてはというふうに思うんですが、それと、あ

とは包括の会議のときに、例えばほかの関係機関、

例えば警察の方とか、消防の方とか、いろんな方

と年に１回でも２回でも情報交換をする場を設け

てみてはと思うんですが、その点に関してはいか
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がでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） まさに、議員がお

っしゃるとおりネットワークづくりがこの地域包

括ケア実現にとっては、一番必要なんだと思いま

す。そのネットワークづくりの一番最初の起点と

いうふうな部分から考えますと、やはり地域包括

の方が核となりまして、地域のそういったかかわ

りのある方を呼んで、同じテーマで議論をすると

か、地域の課題解決のために何ができるのかとい

うところを議論すると、そういったことが非常に

重要になってくるかというふうに考えております。 

○議長（中村芳隆君） ８番、大野恭男君。 

○８番（大野恭男君） ありがとうございます。 

  ぜひともそういった会議とか機会を設けていた

だいて、活発な意見交換をしていただければとい

うふうに思います。 

  国のほうでは、住みなれた地域で最後まで暮ら

せるためには、医療との連携も重要になってくる

というふうにやっぱり思うんですね。那須塩原市

において、例えば往診をしてくれるお医者さんが

たくさんいらっしゃるのかどうか。もしいらっし

ゃらなければ、今後どういった施策で安心して最

後まで、在宅で暮らせるという状況をつくれるか、

何か得策があれば伺いたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） 往診のお医者さん

がなかなかいないという現状は、昨日もやはり整

形外科の先生がいなくて、どこか頼めないかとい

うのでやっと見つけたというような状況が、きの

う高齢福祉課でございました。 

  実際は、そういう状況ではあるんですけれども、

往診をしていただけないお医者さんばかりかとい

うと、やはり診療所を中心に往診を行っていただ

いている先生方はたくさんいらっしゃいます。そ

ういった方々をやはり先ほどの社会資源ではない

ですけれども、しっかりと確認をして、やはり長

距離の移動というのは、なかなか病院を開いてい

るとできないという状況もあるかと思いますので、

そのエリア的な部分の整理とか何だとか、いろい

ろなものを進めていければというふうに考えてお

ります。 

  また、実際に施策といたしましては、その身近

な診療所、かかりつけ医を働いている世代のうち

からつくっていただいて、その診療所の先生との

信頼関係を築く中で、高齢になり、なかなか病院

に行けないというふうな状況になったときに、往

診をしていただけるというような関係づくりがで

きるようにということで、その病診連携ですね、

そういったものについては、積極的に今後進めて

いこうということで考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ８番、大野恭男君。 

○８番（大野恭男君） 了解しました。ありがとう

ございます。 

  病診連携を進めていっていただければというふ

うに思います。 

  今後、地域包括ケアに向けて、繰り返しになり

ますけど、基幹型の地域包括支援センターを中心

に８カ所のセンターが今後地域包括ケアの鍵を握

ってくるかと思います。ぜひとも早急に立ち上げ

ていただいて、しっかり取り組んでいただければ

というふうに思います。地域住民同士の支え合い

が地域包括ケア、そのコーディネートを地域包括

支援センターが行い、それをバックアップするの

が行政ということで、よろしくお願いいたします。 

  次に、３番について再質問させていただきます。 

  独居の高齢者の数が4,355名で高齢者のみ世帯
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が3,745名、非常に多いと思います。また、ここ

に隠れているのが、日中独居高齢者という方も、

やっぱりたくさんいらっしゃるかと思うんですね。

そういった方々を支えるために、緊通のシステム

があったり、配食サービスで安否確認したりとい

うことで理解しています。民生委員の方とか、包

括職員の方による実態把握ですね、これも非常に

大切になってくるかと思うので、今後もやっぱり

強化してもらいたいなというふうに思いました。 

  大田原市で、見守り隊というのが発足してるん

ですね。黒羽見守り隊というのを初め、平成25年

１月に須賀川地区見守り隊、25年５月から湯津上

地区の見守り隊が発足し、26年６月、ことしの６

月に両郷地区に発足予定と、26年秋ごろに川西地

区というふうに大田原の地域包括に勤務している

方からお伺いはしているんですが、那須塩原市に

おいても、先進的に取り組んでいる地域の方とか

もたくさんいらっしゃるかと思うんですよね。今

後、やっぱり地域住民同士での見守りというのが、

すごく大事になってくるかと思うので、そういっ

た先進的に取り組んでいる方々のお話を聞く機会

を開いていただければというふうに思うんですが、

その点についていかがでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） 地域での見守り活

動につきましては、大田原市に限らず、県内の各

市町で先駆的に実施をされておりますし、先ほど

議員がおっしゃられたとおり、市内の自治会も実

際には何カ所も見守り体制を整えていただいてい

るというのは聞いております。 

  ただ、そういった先進事例を皆さんに勉強して

いただくことで、今まで、まだ整備がされていな

い見守り体制を整備いただくということは、当然

必要だと考えておりますので、そのような啓発の

場をつくっていくということは必要であるという

ふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ８番、大野恭男君。 

○８番（大野恭男君） ありがとうございます。 

  ぜひともそういった機会をつくっていただきた

いというふうに思います。 

  先ほど前項のところで社会資源リストというお

話もありましたけど、支え合いマップとか、地域

支援マップというんですかね、そういったものを

各地区ごとにつくってみてはどうかと思うんです

が、その点に関してはいかがでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） マップづくりも高

齢者の方々にとっては、きっと有効な手段になる

かとは思うんですが、実際には文字が小さいと見

にくいとか、色が、色使いが非常にはっきりした

色使いでないと見づらいとかといった部分のいろ

いろ調整というか、協議があった上ででき上がら

ないと使い勝手のいいものにはならないのかなと

思います。その部分につきましても、地域包括で、

地域包括支援センターが集まった先ほどの推進の

ほうで、実際には掘り起こしを既に進めておりま

すので、それをじゃ具現化するのは、どうしたら

いいかというところについては、今後の検討課題

であると考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ８番、大野恭男君。 

○８番（大野恭男君） 了解しました。 

  それでは、先日、雪がたくさん降って、皆さん

大変な思いをしたかと思うんですけど、一つ提案

というか、こういったお願いをしたいなというの

があるんですが、災害時の協定ということで、例

えば万が一独居の高齢者とか、高齢者世帯の方々
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で、先日の大雪じゃないですけど、避難しなくて

はいけないという場合に、もちろんあの日は停電

もあったんですが、例えば那須塩原市内に福祉施

設がたくさんあります。その福祉施設と、この施

設は何名、この施設は何名という形で協定を結ん

でおくということができれば、スムーズに受け入

れ態勢とかできると思うんですね。施設側の受け

入れ態勢が楽だと思うんですよ。そういった点は

いかがでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） 災害時の協定につ

きましては、やはり東日本大震災以降に非常に進

んでおりまして、こちらについては、県が中心と

なって介護施設の協会等と協定を結んでいただい

ております。当然、市で結ぶという形よりは、広

い範囲、県という単位で介護施設同士が、要は地

域の被災を受けてしまった場所にいた方の対応と

か、やはり先ほど議員がおっしゃられたような一

時避難的な対応とかという部分について、できる

だけ広い範囲でというふうな発想のもとに県のほ

うで協定を結んでいただけているというふうに確

認をしております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ８番、大野恭男君。 

○８番（大野恭男君） 了解しました。 

  県の老人福祉施設協議会とかと協定を結んでい

るというのはわかります。東日本大震災のときに

も、実際かなり多くの方が施設のほうに避難され

てきて、実際ベッドはあいていないんですが、あ

のときはこの役所の方にも協力いただいて、布団

を用意してもらったり、毛布を用意してもらった

り、すごく助かりました。 

  今後、ああいった災害は起こらないというのが

一番いいんですが、いつ災害が起こるかわからな

いので、万が一に備えて、いろいろ検討していか

なくてはならない部分というのはたくさんあるか

と思うので、今後、我々もいろいろ勉強していき

たいとは思うんですが、いろいろご指導くだされ

ばというふうに思います。 

  見守りとか、こういったことに対して、先日の

新聞に社会福祉協議会で福祉協力店制度というこ

とで、新聞に出てまして、社協のお便りのところ

にも、大きく協力店募集というような感じで、こ

のように出てました。20日の日から、２月20日で

すね、受け付けしますということで、この福祉協

力店という制度というのは、簡単に言うとどのよ

うな制度なのかお願いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） 協力店制度につき

ましては、市の社会福祉協議会が主体となって実

施しております。まだ、募集が始まったばかりと

いうふうに聞いておりまして、実際には、例えば

高齢者への宅配とか、あとは見守りとかという部

分をそれぞれの事業者が担う制度だというふうな

ところの概略を私のほうでは聞いてございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ８番、大野恭男君。 

○８番（大野恭男君） 了解しました。 

  今後、やっぱり社会福祉協議会にもどんどん地

域を牽引していってもらいたいというふうに思っ

ておりますので、この点に関してはいかがでしょ

うか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） 社会福祉協議会、

さまざまな部分で頑張っているというふうに私も

認識しております。ボランティアとか、例えば収

入が少なくて貧困ですね、貧困の方へのフォロー
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とか、そういった部分での活躍というところは、

なされていると思います。 

  さらに、市民の方々から求められる部分につい

ては、多種多様に及んでくるかと思いますので、

その部分については、私どものほうも情報交換、

共有、綿密な連絡とともに事業、新たな事業の取

り組みという部分についても、さらに検討してい

きたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ８番、大野恭男君。 

○８番（大野恭男君） 了解しました。 

  何とか１人の方、弱い方を周りの力はそんなに

大きくなくても小さい力がたくさん結集すれば、

大きな力になっていくと思うので、みんなで協力

しながら、やっぱり弱い方を支えていくというの

は、すごく大切なことだと思いますので、今後と

も、いろいろとご指導のほうよろしくお願い申し

上げまして、次の⑷番の再質問に入らさせていた

だきます。 

  認知症の高齢者ということで、介護現場で経験

したことを述べさせていただきますと、ご本人様

がまず軽いうちは認めない、あとは家族の方も認

知症ということを認めない、受け入れられないと

いう状況がやっぱりあると思います。 

  そんな中で、2012年だけで、初期の、2012年だ

けで500人の方が、約500人ですね、行方不明にな

ってしまっているんですね。認知症の状態別に言

うと、初期の段階の人もその中で２割以上の人が

家に戻ってこれないという状況ですね。発症期の

方は43.3％ということで、データがあるんですけ

ど、確かに認知症の方というのは、これは病気な

ので、ご本人様は全くそういったのは、自分では

わからないうちにいろいろな行動をしてしまうと

かってあるんですが、実際に歩いてしまう方って、

ここから２時間ぐらい、例えばいなくなって２時

間ぐらいたってしまうと白河のほうまで行ってし

まうとか、黒羽まで行ってしまうとかってあるん

ですよ。 

  我々の場合、どれだけ歩くのかというのを１回

追跡するんですね。その方の歩く範囲というか、

それを必ず認知症を持ってる方で徘徊がある方と

いうのは、やるんですけど、そうすると、例えば

いなくなって30分だとどのぐらいだなとか、そこ

を探すんですね、もしいなくなってしまった場合。

本当にこれがご家庭で起きてしまったときには、

すごく大変なことで、実際介護１以上の人で日常

生活に支障がある方というのは、1,848人の方が

いらっしゃいます。高齢者人口の比率に対して

7.1％ということなんですけど、全国的に比べる

と、どういった数字なんでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） 介護の必要な方、

なおかつ認知症の方ということで、国のほうで調

査がなされたのが平成22年のデータが手元にござ

います。その際に、こちら、平成22年度ですと、

9.5％という方が数字として挙がっておりまして、

それが年々若干ですが、ふえていくというような

想定の資料がございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ８番、大野恭男君。 

○８番（大野恭男君） ありがとうございます。 

  22年度、9.5％、ほぼ全国並みというような当

市の感じだと思うんですが、支援策ということで

相談窓口とか、介護基盤の整備ということで、介

護基盤の整備としては、やっぱりグループホーム

で、介護度が高くなってくると特養という形にな

るかと思うんですけど、グループホームに関して

言うと、低所得者の方に対して、グループホーム

の料金が大体平均すると、この辺だと十二、三万、
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都会へ行くともっと高いですけど、十二、三万か

と思うんですね。生活保護の方は入居できるとい

うことなんですけど、階層区分の２段階の方です

ね。境界線の方はやっぱり行き場がないんですね。

こういった方に対して、やっぱりお金を持ってる

方ばっかりじゃないので、確かに家族が援助する

とか、子どもさんですよね、何人かいれば幾らか

ずつ援助するとかというのは、中にはあるんです

けど、援助してもらえない方というのもたくさん

いらっしゃるんですよね。そういった方々に対し

て、あとはグループホームに軽減もないので、そ

の辺、何とかならないかというふうに思うんです

が、いかがでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） 実際に、高齢者の

方でなかなか収入が少ない、年金がほとんどない

とか、月本当に数万円とかという方については、

実際には、生活保護の対応をさせていただいて、

生活保護の基準に該当するという方であれば、対

応させていただいて、施設入所というふうな事例

は、それなりの数ございます。 

  それと、先ほど議員がおっしゃった境界層です

ね。ある程度収入がある、ただ、グループホーム

の月々の支払いまではないというような方につい

ては、こちらとして、福祉事務所として、何とか

入所できる施設を探すとか、ある程度金額を対応

するような制度を見つけ出して、入所にこぎつけ

ているというのが現状でございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ８番、大野恭男君。 

○８番（大野恭男君） ありがとうございます。 

  何とかこぎつけるということで、ぜひともやっ

ぱり弱い方、弱い方と言ってはおかしいかもしれ

ないですけど、収入の少ない方とか、特に年金も

らってるんだけど少ない、一生懸命働いてはいた

んですよね、昔ね、そういう方も、たまたまわけ

があって働いてる期間が短かったとか、そういっ

た状況があるかとは思うんですけど、何とか抜け

道じゃないですけど、入れるところを、入れるよ

うな施策を考えていただければというふうに思い

ます。 

  次に、５番について、再質問させていただきま

す。 

  介護保険から、私もちょっと表現がまずかった

ので、切り離しというふうに書いてしまったんで

すけど、実際は予防給付からの切り離しというこ

とで、地域支援事業に移行される。あくまでも財

源というのは、介護保険料ということで理解はし

ています。平成29年４月からこの事業が開始され

るという予定だと思うんですけど、那須塩原市と

しては、前倒しで行うところも多分出てくるかと

は思うんですね。そういったお考えはあるかどう

か、ひとつお伺いさせていただきます。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） 先ほどお答えしま

したとおり、第６期の高齢者福祉計画がございま

す。こちらについては、27、28、29という３カ年

の計画でございます。その３カ年の中でスムーズ

に移行が図れればというようなことで、26年度検

討をさせていただくというところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ８番、大野恭男君。 

○８番（大野恭男君） 了解しました。 

  ６期計画、26、27、28年度、27、28、29、失礼

しました。ということで、本当にスムーズに移行

できるようにぜひともよろしくお願いしたいと思

います。 

  この中で、訪問介護と通所介護という利用者が
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すごく多いサービスが地域支援事業ということに

なるので、サービスの内容とか料金とかで、地域

格差が出てはいけないというふうに思ってますの

で、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

  現在は、お年寄りの方を要するに支える状態、

騎馬戦型というんですかね、2.4人ぐらいで１人

の方を支えて、今後2050年には急速に高齢化が進

んで、肩車型という１対１、1.2対１ぐらいです

か、という社会が訪れてまいります。核家族化が

進んで、私の両親なんかもそうなんですが、ふた

り暮らしをしております。幸いなことに比較的近

いところも私も住んでまして、私の両親が住む地

域の方々というのがやっぱりお互い助け合いなが

ら、声かけながらしてくれるんですね。以前から

もそうなんですけど、ご近所様とか地域の皆様方

のありがたさというのをすごく痛感してます。 

  私ばかりがこのようなことを感じているという

わけではないと思うんですね。多くの方も同じよ

うに感じていることと思います。高齢者の方で特

にひとり暮らしの人は、不安がかなり大きいもの

だと思います。これからは、行政で支援できるこ

とはもちろんのことですが、地域住民同士の地域

のつながりがとても重要になってくるかと思いま

す。今後もますます市として高齢者の方が安心し

て暮らせることができるよう支援していただきた

いということをお願いして、この１番目の質問を

終わります。 

○議長（中村芳隆君） 質問の途中ですが、ここで

10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時０３分 

 

再開 午後 ２時１３分 

 

○議長（中村芳隆君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  ８番、大野恭男君。 

○８番（大野恭男君） それでは、質問を続けさせ

ていただきます。 

  ２、保育園における待機児童解消及び民営化に

ついて。 

  保育環境を取り巻く社会状況は、少子化、核家

族の進行、共働き世帯の増加などにより保育園が

求められる役割は大きくなっており、入園待ちの

児童が多い状況です。 

  また、ことし１月７日の下野新聞によれば、市

内保育園への待機児童を新年度から２年間で解消

する方針を明らかにしました。このことから、以

下の点についてお伺いします。 

  ⑴今後、どのような施策で待機児童を解消して

いくのか、具体的にお伺いします。 

  ⑵保育園の民営化計画の進捗状況についてお伺

いします。 

  ⑶認可外保育園に対する具体的な支援について

お伺いします。 

○議長（中村芳隆君） ８番、大野恭男君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 大野議員に私からも答弁

をさせていただきます。 

  保育園における待機児童解消と民営化について

の質問に順次答えるわけですが、初めに、⑴番の

どのような施策で待機児童を解消していくのかに

ついては、３月４日の五峰クラブの磯飛議員の会

派の質問で詳しくお答えしたとおりで、あれを出

るものも引っ込むものもございませんので、ぜひ

よろしくお願いしたいと思います。 

  また、⑵番の保育園の民営化計画の進捗状況に

ついて、これについては、お答えをさせていただ

きます。 



－150－ 

  保育園の民営化につきましては、「那須塩原市

保育園整備計画」に基づいて推進しておりまして、

前期計画を策定した平成20年５月時点の公立保育

園15園中、７園の民営化を計画しております。進

捗状況については、既に民営化した保育園として、

ゆたか保育園、東保育園の２園があり、平成26年

４月には西保育園が民営化されます。残りの４園

のうち、とようら保育園については、平成28年４

月の民営化に向け、移管先事業者の選定に係る作

業まで現在終了しており、ひがしなす保育園につ

いては、民営化に対する保護者の理解を得るため、

協議を続けている現況でございます。 

  また、整備計画において、民営化・移転統合と

しているわかば保育園といなむら保育園につきま

しては、来年度から保護者との協議に入りたいと

考えて、現在予定どおりの進行でございます。 

  次に、⑶の認可外保育施設に対する具体的な支

援についてもお答えいたします。 

  認可外保育施設が、今後、小規模保育事業に移

行する際に、施設によっては施設整備が必要とな

るため、本市としては、国の「安心こども特別対

策事業」を活用し、関係事業者に補助金を交付す

ることで、その支援を図っていきたいと考えてお

ります。 

  第１回の答弁にかえます。 

○議長（中村芳隆君） ８番、大野恭男君。 

○８番（大野恭男君） ありがとうございました。 

  ⑴番に関しては、磯飛議員がご質問してまして、

その答弁ということで、ほぼ理解しております。 

  その中で、幼稚園、保育園、何点か再質問させ

ていただきますけど、幼稚園、保育園の相談窓口

の件なんですけど、これまでは一本化されていな

かったように思うんですが、今後は幼稚園、保育

園の窓口というのは、一本化されるというふうに

理解してよろしいでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） 相談窓口という表

現が適切かどうかはあれなんですが、実際に認定

こども園、それから小規模保育事業、それから幼

保育園ですね、そういったところに入園をしたい

というふうな希望をされている方が、まず認定を

受けるというふうな仕組みが今度の新制度では、

必要になってまいります。その認定を受けるため

の手続をする場所ということであれば、それは市

役所に一本化というふうな新制度というふうに認

識をしております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ８番、大野恭男君。 

○８番（大野恭男君） ありがとうございます。 

  認定を受ける手続の場所ということで一本化、

了解しました。 

  待機児童、小さいお子さんを持つ親として、親

御さんのやっぱり悩みというのは、預けたくても

今まで保育園になかなか入れないとか、たくさん

あったかと思うんですね。こういった施策が打ち

出されまして、将来的に再来年度とか本当に明る

い兆しが見えてきたかなというふうに思っており

ます。 

  年度途中に入園したいという希望がたくさんあ

るかと思うんですよ、中には。４月１日からじゃ

なくて、本当に産休、育休明けで、例えば９月と

か、例えば２月とかいろいろありますけど、そう

いった方の対応というのは、今後スムーズになっ

ていくというふうに考えてよろしいですか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） 現時点におきまし

ても、公立保育園、私立の保育園、随時の入園受

け付けを行うことで、その職場復帰が年度途中だ



－151－ 

というようなお母さん、お父さんの場合の対応を

させていただいてはおるんですが、なかなか空き

定員がない状況ですので、ご希望がかなう保護者

の方については、本当にわずかになっているとい

う状況がございます。 

  新制度においてどうかという部分については、

ちょっと新制度も詳細が年度途中の処理という部

分は、まだまだこれから決めるというふうな状況

というふうに聞いておりますので、ただ、今まで

よりもサービスが悪くなるということはないとい

うふうには聞いておりますので、よろしくお願い

いたします。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ８番、大野恭男君。 

○８番（大野恭男君） わかりました。 

  スムーズにやっぱり受け入れができるような体

制を整えていただいて、若いお父さん、お母さん

たちが安心して働きに行けるというような状況を

つくっていただきたいというふうに思います。 

  この料金に関してなんですけど、これは、一律

ということになるんでしょうか、お伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） 新制度が始まって

からの料金につきましては、市の条例で定めると

いう形になってございますので、認定を行って、

入っていただくというふうなことにつきましては、

こちらが決めた金額でという形になります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ８番、大野恭男君。 

○８番（大野恭男君） わかりました。 

  那須塩原市で最も力を入れてるという定住促進

という観点から、この待機児童ゼロ策に踏み切っ

ているというふうに思っております。思い切って、

これは、あくまでも僕の思いなんですが、例えば

第二子以降は保育料を無料にするとか、そういっ

た思い切った施策も必要なのではないかなという

ふうに思うんですが、仮にやったときにいきなり

産休育休の人がたくさん出てきてしまうかもしれ

ないですけど、そういった思い切ったことをして

もいいのではないかなというふうに、してほしい

なというふうに私は思うんですが、その点に関し

てお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） 第二子から無料と

いう、現在ですと第一子は全額、第二子が半額、

第三子から無料というふうな制度で那須塩原市は

運営させていただいております。財政部分とそれ

から幸いなことに那須塩原市はお子さんがたくさ

んいらっしゃいます。未就学児は現時点で6,330

人という人数がございます。そういった方々の対

応が財政的にどこまでできるかというのは、今後

の検討課題だというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ８番、大野恭男君。 

○８番（大野恭男君） わかりました。 

  財政という部分が絡んできますので、その辺

重々承知しております。ただ、私は子ども３人い

ますけど、私は例えば第二子が無料だからもう１

人なんていうふうには思わないですけど、もう年

なんで、やっぱり周りの地域の方が那須塩原市っ

てすごいなと、今度、結婚したらあそこに住もう

かなというふうにちょっとでも思っていただける

ように、何かそのほかのことで考えていただけれ

ばというふうに思います。 

  それでは、⑵番のほうの再質問に入らさせてい

ただきます。 

  15園中７園が民営化の計画ということで、既に

ゆたか保育園、東保育園が民営化されていて、こ
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としの４月に西保育園が民営化ということで、と

ようら保育園に関しては、28年４月に民営化、４

園民営化が見えたと。残り３園ということなんで

すが、この残り３園ということなんですが、順調

に民営化が進んでいるというふうに理解してよろ

しいでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） この７園の民営化

の計画につきましては、この保育園整備計画の前

期計画で掲げたものをそのまま後期計画にも移行

するというような形をとらさせていただいており

ます。 

  ご存じのとおり、ひがしなす保育園については、

前期から民営化について保護の皆さんの理解が得

られるようにということで、ご説明をさせていた

だこうというふうな働きかけはさせていただいて

おるんですが、なかなか理解をいただけないとい

うふうな状況、ここは粘り強く説明に努めたいと

いうふうに考えております。 

  また、わかばといなむらにつきましては、統合

してという形がございます。こちらについては、

来年度から説明を丁寧にさせていただいて、ご理

解がいただければというふうなことで考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ８番、大野恭男君。 

○８番（大野恭男君） ありがとうございます。 

  ひがしなす保育園に関しては、なかなか思うよ

うにいってない、どちらにしてもじっくりと保護

者の方々といろいろ話を進めていただいて、あせ

らず着実に進めていただければというふうに思い

ます。 

  わかば、いなむら保育園に関しては、今後、保

護者との協議に入るということですが、移転先と

か、いろいろあるでしょうけど、わかば、いなむ

ら保育園に関しては、借地になってますので、で

きるだけ早急に話を進めていただきたいなという

ふうに思います。 

  例えば移転して民営化する場合なんですけど、

例えば建物とか移転して民営化の場合は、建物新

築で行うので、それはそれで補助が出て心配ない

かと思うんですが、今現在、古い建物のまま民営

化したところ、仮にそういったところが建てかえ

たといった時期になったときには、何か支援はあ

るんでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） こちらにつきまし

ては、国と市と合わせまして、４分の３の補助と

いうものが民営化された保育園については、使え

るというふうに把握しております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ８番、大野恭男君。 

○８番（大野恭男君） 了解しました。 

  それでは、時間もなくなってきてるので、３番

の再質問に入らさせていただきます。 

  認可外保育施設が今後小規模保育事業に移管す

る場合に施設整備が必要になる場合は、補助金が

交付されると、４分の３ですかね、ということで

ぜひとも４分の３とはいわず、いろいろな面で支

援していただければというふうに思います。 

  今まで認可外保育園の方々というのは、公立保

育園に入れないゼロ歳児から２歳児の方をしっか

り保育してくれているんですよね。こういったと

ころに対して、今後も全力でやっぱり支援してい

ただきたいというふうに強く思います。市ででき

なかったことを民間でやってくれてたというのは、

やっぱり大きいと思うので、その辺よろしくお願

いいたします。 
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  認可外保育園というと、イメージ的にですよ、

イメージ的に保育料が若干高いのかなというふう

に、高く設定しなければ、やっぱりやっていけな

い部分があるのかなというふうに思うんですが、

もちろん高い料金のところがいいといって、お子

様を預ける方もたくさんいらっしゃると思います、

これは選択ですから。ただ、料金設定の格差はで

きるだけ民間、民間っていうか、公立のものと同

じぐらいになるような何か補助はできないかとい

うふうに思うんですけど、その点に関してはいか

がでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） 保育料につきまし

て、認可外保育施設がどのぐらいになるかという

ところについては、今、国の議論を待ちまして、

それが政省令として示された段階で、市として条

例を定めるという形になります。当然、議会にお

諮りをさせていただいて決めていくということに

はなりますが、現時点ですと今よりも高くなるよ

うなことはないというような話があるだけで、な

かなか詳細について流れてこないところもありま

すので、この部分については、国の動きを注視し

ながら進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ８番、大野恭男君。 

○８番（大野恭男君） 了解しました。 

  国の動向をよく見定めて、その点ひとつよろし

くお願いしたいと思います。 

  保育園、認定こども園、小規模保育事業と全国

的にも早い段階で取り組んでいます。本当にすば

らしいことだと思います。とても評価できること

だと思います。今後、この事業をスムーズに進め

ていくためには、やっぱり今現在、どこの部署が

大変だということはないかと、みんな大変だと思

うんですけど、担当部署にかかってくる負担がす

ごく大きくなってくると思うんですね。現在の人

員で果たしてこの仕事量をやっていけるのか、本

当に心配です。特に、この子どもに関することと

か、生保関係ですね、あと高齢者関係、我々もお

邪魔することが多いんですが、マンパワーはこれ

で足りてるのかなというふうにすごく思うんです

ね。 

  そこで、やっぱり今後仕事量がかなりふえてく

るということもありますので、ぜひとも適正な人

員配置、つまり増員をぜひとも市長にお願いした

いと思います。本当に一生懸命情熱持って取り組

んでいただいていると思います。我々もしっかり

と応援していきたいと思います。 

  以上で、私の質問を終わりにします。 

○議長（中村芳隆君） 以上で、８番、大野恭男君

の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 櫻 田 貴 久 君 

○議長（中村芳隆君） 次に、７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 皆さん、こんにちは。 

  議席番号７番、ＴＥＡＭ那須塩原の櫻田貴久で

す。通告に従い、市政一般質問を行います。 

  本日、大野君がなぜか僕の黒高の後輩で、あし

たの１番が黒高が甲子園に行ったときのキャプテ

ンの相馬議員であります。僕と大野君で上手につ

ないで、34年振りの甲子園に行ったときのキャプ

テンのあしたの感動の一般質問の集大成にするよ

うなアシストをしたいと思いますので、精いっぱ

い４番目で頑張りますので、どうかよろしくお願

いします。 

  それでは、まず初めに、１、那須塩原市のブラ
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ンド化について。 

  2013年12月に那須塩原市地域活性化アイデアコ

ンテストが開かれました。高校生、大学生、一般

の部門の発表があり、本市を真剣に考えてくださ

っていることに深く感謝し、また、この事業が永

遠に続くことに期待をしたいと思います。日本の

魅力は地方にあると言われながら、その魅力をう

まく発信できない地方が多いのも現状です。 

  一方、その土地ならではの魅力をうまくブラン

ディングし、世界にも知られるようになっている

地域もあります。例えば、2013年のグッドデザイ

ン賞の100に選ばれた熊本県の「くまモン」、佐

賀県の「武雄市図書館」、山梨県の「ワインツー

リズムやまなし」等、ブランディングが成功して

いる地域があります。 

  そこで、地域ブランドの構築について、以下の

とおりお伺いします。 

  ⑴本市をブランド化するためには、本市の強み

をどのように捉えているのか、お伺いします。 

  ⑵本市をブランド化することが差別化の有力な

手段につながることから、本市ならではの市民へ

のサービスについてお伺いします。 

  ⑶本市をブランド化していくには、まちづくり

全体を視野に入れた幅広い政策の展開をする必要

があります。そこで、高齢化社会への対応と地域

住民への生活環境の向上の政策についてお伺いし

ます。 

  ⑷地域ブランドのつくり方についての本市の考

えと取り組みについてお伺いします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 櫻田議員の質問に私のほ

からお答えいたします。 

  那須塩原市のブランド化についてでございます

が、⑴番のブランド化するために本市の強みをど

う捉えているかについてですが、那須塩原市は生

乳生産、出荷、本州第一位や温泉資源を初めとす

る豊かな自然に恵まれ、農業、観光業、商業、工

業など多彩な産業がバランスよく展開されている

こと、加えて、新幹線や東北縦貫自動車道のイン

ターチェンジの立地、主要な国県道により非常に

大事な交通網が形成されていることが大きな強み

であると思っています。 

  また、ブランド化するための本市ならではの市

民へのサービスについてと、ブランド化していく

ための政策については、あわせて非常に関連があ

りますので、第１回目の答弁はあわせてお答えを

いたします。 

  市民へのサービスについては、来年度予算に計

上した英語教育の推進事業、馬場整備事業、待機

児童解消事業、あるいは３世代同居・隣居への補

助、また、現在行っている塩原温泉、板室温泉の

市民向けの割引宿泊パックなど、これらのものが

頭に浮かぶところでは、挙げられると思います。 

  また、ブランド化に必要なことは、高齢者も含

めて市民がいかに地域に「愛着」と「誇り」を持

っているかということであり、そのために「この

まちに生まれてよかった、住んでよかった」と実

感していただけるような施策を推進しているとこ

ろであります。 

  ⑷の地域ブランド化のつくり方、本市の考え方

についてですが、地域ブランドには商品ブランド

だけではなくて、歴史、文化、環境、観光ブラン

ドなどを総合したイメージが必要であると思って

おり、地域ブランド化の目指すものは、「買って

もらいたい」「訪れてもらいたい」、そして最終

的には「定住してもらう」ことであると認識して

おります。 
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  今般、策定いたしました那須塩原市定住促進計

画に掲げた「Ｗｅｌｃｏｍｅ（ウエルカム）なす

しおばら」というキャッチフレーズは、本市のブ

ランドイメージにつながるものと考えております。 

  ここに来る前に、実は報告があったんですが、

２月27と28、これは、塩原温泉、板室温泉の関係

者を中心に旅館組合、観光協会等、都合31名が２

日間をかけて、実は東京に観光の誘客宣伝に出て

おります。一般的に誘客宣伝というと、首長がは

んてん着てチラシを配ると、おかみの会と一緒だ

と、こういうことばかりが報道で見られるわけで

すが、実はこの誘客は、同行したのが那須塩原駅

長、それから黒磯駅長も一緒に同行しておりまし

て、ＪＲの東京支社、大宮支社、観光新聞、ある

いはそのほか首都圏を中心に33の駅に５班に分か

れて、物すごい地をはうような営業、営業という

か、観光宣伝、これを行ったと報告で受けました。 

  こういう地道な事業というのは、これからの那

須塩原の将来にとっても、目立たなくても実績を

求める事業、こういうものに直結してくると思っ

ておりますので、大変心強く報告を聞いて、きょ

う伺ってまいりました。こんなことも、直接ブラ

ンド化にはつながらないかもしれませんが、ブラ

ンド化をしたものは、どこかで売り出さなければ

いけないということを考えると、非常に地に足の

ついた営業活動ができているのかなと、私なりに

は、判断をさせていただいております。 

  以上で、第１回の答弁といたします。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 市長、答弁ありがとうござ

います。 

  それでは、⑴から⑷については、関連をしてい

ますので、一括で再質問させていただきます。 

  まず、ブランドについて。ブランドという言葉

から私たちが一般的にイメージするものを幾つか

挙げてみます。すぐれている、良質である、安心

である、安全である、信頼できる、信頼されてい

る、評価されている、歴史伝統がある、オンリー

ワンである、ステータスがある、特別であるなど、

もちろんこれが全てではありませんが、これはあ

くまで一般的イメージです。対象となる会社や商

品、サービス、人によってそれぞれの人が抱くイ

メージはもっと具体的に多様になることと思いま

す。これは、全てビジネスをする上で有利に働く

要素であり、ブランドを確立することで、このよ

うなイメージをお客様に与えることができるとい

うことです。 

  そこで、先日、福田富一知事を招いての新春の

集いが那須塩原市で開催されました。そこで、今、

なぜ地域ブランドなのかというおもしろいお話が

ありました。皆様もご存じのように北関東３県は、

どこも県名と県庁所在地が別々です。非常に全国

から見てわかりづらい、しかし、本市にとっては

新幹線の駅名と市名が同じという私にとっては、

非常にわかりやすいところだと思っています。 

  栃木の魅力、実力ランキングの中にも、魅力あ

ふれる栃木の食品にはカゴメさんが、歴史的遺産

は日光だけではないのところには、日本三大疎水

の一つ那須疎水があります。そして、皇室ゆかり

の地では、かつて御用邸も塩原にあり、魅力、実

力を発信、とちぎ未来大使には、女優の平山あや

さん、お笑いのＵ字工事さん、そして映画やドラ

マの撮影では、皆様もご存じの「八重の桜」が千

本松牧場で撮影されたなど那須塩原市の資源の大

きさに改めて感心をするところであります。が、

いまいち栃木県が知られていないのが残念です。 

  そこで、今、日本各地で地域ブランドの構築が

進んでいますが、本市として、このニーズをどの

ように捉えているのかをお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 



－156－ 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 地域ブランドのニーズ

ということでございますけれども、先ほど市長か

ら答弁がありましたように、地域ブランドには商

品ブランドだけではなくて、歴史、文化、環境を

総合したイメージが必要であるというふうに言わ

れてございます。 

  また、那須塩原市は発信力が弱いというふうに

言われてきてございまして、合併後、先ほど議員

からありましたいろいろポテンシャルが多く、資

源が多くなりましたけれども、それらを十分に生

かしてこられなかったというのが現状だというふ

うに思っております。そうした中で、那須塩原市

の地域ブランドを考えますときに、かつて先ほど

お話がありました塩原には、大正天皇の御用邸が

ございました。現在も那須には御用邸がございま

して、那須塩原市内へ毎年天皇皇后両陛下がお越

しになられます。 

  また、開拓の歴史の中で活躍した明治の元勲た

ちの足跡は、ブランドが求めます差別化、質の高

さという点で本市のイメージの根幹になるだろう

というふうに思っているところでございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） まさしく、このブランドの

話は、那須塩原認定ブランドの話とは違うので、

その辺の認識は、私と部長の間でできているのだ

と。この後の再質問にもうまくいい答弁がもらえ

るのではないかなというような形で、改めて認識

をいたしましたが、今まで栃木県も那須塩原市も

非常に恵まれていたところだったと思うんですね。

そんな中で、ブランド化なんてっていう知事もそ

んなような話をしていましたが、基本的には、も

うバブル崩壊後にやっぱりそういったブランディ

ングが必要なんだと、恵まれた土地から一転して

非常に厳しい状態に陥ったということだと思うん

ですね。そこで、最後に１点なんですが、那須塩

原といえば、例えば塩原といえばとか、板室とい

えばといったときに何なのか、その辺をちょっと

具体的にお伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 塩原といえば、板室と

いえばということでございますけれども、個別な

ことは、としまして、私の友人、首都圏に住む友

人の話によりますと、那須塩原といえばやはり観

光地の塩原温泉、板室温泉を思い出すと。 

  また、千本松牧場とか、最近では那須ガーデン

アウトレットということを話を聞いたこともござ

います。 

  また、私、個人的にいえば、塩原温泉といえば、

明治の文豪の尾崎紅葉が思い浮かばれます。多く

の泉質を持つ温泉、板室温泉というふうにいえば、

下野の薬湯と言われるように非常に湯治場として

有名であるというふうに認識しているところでご

ざいます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 那須塩原という大きいブラ

ンド、町をブランド化していくに、そういった部

長の考えなんかは一つの柱だと思うんですね。そ

ういう柱を構築することによって、那須塩原市自

体がブランドになっていくと思ってるんですね。

そこで、平成26年度市政運営方針の中で、本市が

目指す持続可能な社会の構築やポテンシャルや個

性を生かした施策を展開し、選ばれるまちづくり

を推進しなければならないと考えておりますとあ

ります。 

  そのためには、本市をブランド化することが差

別化の有力な手段になることは、十分に理解をす

るところだと思います。そこで、何をブランドに

すればいいのか、ではどうやってブランドをつく
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ればいいのかだと思います。このことに関しては、

いろいろな意見があると思います。本市にとって

は、まず本市のサービスをブランド化することも

一つだと思います。サービスは人と人とが接する

状況、すなわち心と心が触れ合う状況で行われま

す。このとき、サービスを提供する側が相手のこ

とを大切に思って少しでも喜んでいただこうとす

るホスピタリティの心で接すれば、市民は必ず感

動をしてくれますし、本市のサービスもブランド

になっていくと思います。そこで、協働のまちづ

くり行動計画などにも、示されておりますが、こ

ういったガイドライン的なものをこのブランド化

に利用してもらいたいと思います。本市の所感を

お伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 協働のまちづくりとい

うことの市民サービスということかなと思います

けれども、これからの時代は、行政が全てを行う

というのは、なかなか難しい時代だというふうに

言われてまして、市民と協働の視点に立った施策、

市民との活動を支援していくということが必要だ

というふうに思っております。 

  これまでも地域での高齢者の見守り支援という

ような形で生きがいサロンとか、また、高齢者の

自主的な活動を支援するまちなかサロンというよ

うなものが行われてきてございます。 

  また、協働のまちづくり支援事業の活用により

まして、さまざまな事業が実施されてきており、

いずれも地域に愛着と誇りを持てることにつなが

っていくんだろうというふうに思ってございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） やっぱり市民が誇りとかそ

ういったものを持つことがそのブランドには大切

なんだと思います。やっぱり住んでいる人たちが、

いいよ、俺のところに一回遊びに来てよとか、住

んでみてよというのが一番強力な宣伝にもなるし、

もちろんサービスについては、私と部長で同じサ

ービスを受けて喜ぶわけではないと思うんですね。

やっぱりサービスはパーソナル的なサービスが一

番いいに決まってますし、魚が嫌いな人に魚を出

すようなサービスをしてるところは、やっぱり民

間でもないと思うんですね。そういった意味での

データ等もしっかり把握しながら、これからのブ

ランディングに努めていっていただきたいと思い

ます。やっぱり形から入ってるところがあります

が、本市はやっぱりそういう意味では、もう十二

分にポテンシャルも高いところですし、十二分に

その辺も理解してるところだと思うんですね。で

あれば、ほかにもやってない、そういったサービ

スの部分からやっていくのも一つの手ではないか

なと思ってます。 

  本市のブランド化については、今、那須塩原市

の中でいろいろな施策がなされてると思います。

那須塩原市定住促進計画に掲げた「Ｗｅｌｃｏｍ

ｅ（ウエルカム）なすしおばら」というキャッチ

フレーズができた経緯についてお伺いをします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 定住促進に掲げたキャ

ッチフレーズ、「Ｗｅｌｃｏｍｅ（ウエルカム）

なすしおばら」についてということでございます

けれども、定住促進計画のキャッチフレーズとし

て、本市のブランド品を初め、商品を買っていた

だける方、また、本市に観光等で訪れていただけ

る方、いずれもこれはウエルカムだという認識で

ございます。 

  また、新たに本市の市民になっていただける方

につきましては、人口減少、少子高齢化を考えま

すとき、その影響を一番受けるのは、市民の皆様
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だというふうに思っていまして、市民の皆様にと

っても、ウエルカムだろうというふうに思います。

市民同士がウエルカムといえることは、地域コミ

ュニティの活性化にもつながることだというふう

に思ってございます。 

  また、ウエルカムということは、おもてなしの

心にも通じるのではないかというふうに認識して

ございます。ウエルカムと言える気持ちは、みず

からの地域に誇りと愛着がなければ言うことがで

きないだろうというふうに思います。そうしたこ

とから、本市のブランドのイメージにつながるも

のだろうというふうに感じているところです。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） ぜひそのキャッチコピーを

大事にしてもらいたいなと思ってます。 

  ブランド戦略なくして地域の活性化は語れない、

ブランドという意味は、ノルウエー語の焼き印と

いう言葉に由来すると言われています。自分の所

有する羊に焼き印を押して目印にしたことから来

ていると言われています。これから、本市が目指

すブランドイメージの方向性を明確にする必要が

あると思います。そこで、本市の考えをお伺いを

します。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 本市のブランド化につ

いてということになろうかと思いますけれども、

先ほど申し上げましたとおり、那須塩原市は発信

力が弱いというふうに言われ続けてまいりました。

そんな中、先日、シティプロモーションの職員の

研修を行った際に、講師の河井東海大学教授は、

イの一番にブランドが目指すものは、定住であり、

市民が発信できなければならないと、市民みずか

らが発信できなければならないというふうに言わ

れました。まさに地域ブランドに必要なことは、

このまちに生まれてよかった、住んでよかったと、

地域に誇りと愛着を持ってもらうことだというふ

うに思います。そして、隣人に対して、訪れる人

に対して、新たに移り住んでいただく方に対して、

ウエルカムと言えることだというふうに思います。

そうした点を踏まえまして、今後、シティプロモ

ーションに取り組んでまいりたいというふうに考

えてございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） ぜひ市制10周年も控えてお

りますので、すばらしい那須塩原にしていってい

ただきたいと思います。私としては、個人的には

「アイラブ那須塩原」、ぜひ期待をしてますので、

よろしくお願いします。 

  これで、この項の質問を終了します。 

○議長（中村芳隆君） ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後 ２時５２分 

 

再開 午後 ３時０２分 

 

○議長（中村芳隆君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、２、本市のイン

バウンド戦略について、中国からの誘客促進に向

け、本市は日本旅行が上海市に置く子会社と誘客

業務の委託契約を締結しました。県内自治体が中

国本土に観光客誘客拠点を開設したのは初めての

ことでした。日本を訪れた外国人旅行者が2013年

に政府目標の1,000万人を初めて突破、2030年に

は3,000人という長期目標もあることから、本市

のインバウンド戦略について、以下のとおりお伺

いします。 
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  ⑴本市の外国人誘客の推進についての基本的な

考えをお伺いします。 

  ⑵海外の旅行エージェント等の宣伝活動、海外

への情報発信をどのように考えているのか、本市

の取り組みについてお伺いします。 

  ⑶受け入れ態勢の整備と地域づくりの推進につ

いて、本市の取り組みについてお伺いします。 

  ⑷今後、グローバル化の発展とグローバルの進

展と外国人旅行者の増加に伴う本市の対応と将来

の受け入れ態勢についてお伺いします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） それでは、私から

２、本市のインバウンド戦略について、⑴から⑷

まで、順次お答えいたします。 

  初めに、⑴の本市の外国人誘客の推進について

の基本的な考えについてお答えいたします。 

  インバウンド戦略は、国内誘客対策とともに重

要な取り組みであると考えており、上海を観光誘

客拠点に昨年９月から委託業務を開始したところ

であります。 

  特に、外国人旅行者のＦＩＴ化、いわゆる個人

旅行の傾向は急激に進んでおり、国内の多くの地

域が取り組む団体旅行誘致とは一線を画した戦略

が必要であると考えております。 

  次に、⑵の海外旅行エージェント等の宣伝活動、

海外への情報発信をどのように考えているのか、

また、本市の取り組みについてお答えいたします。 

  今後、中国等の富裕層の中でも、個人旅行を対

象としたインバウンド事業を展開する中で、増加

するＦＩＴマーケットをターゲットとした告知活

動や情報発信を行っていくことが重要であると考

えており、既に委託会社の店頭では、本市のＰＲ

コーナーを設置してパンフレットの配布のほか、

旅行エージェントや企業へのセールス及びイベン

トでのＰＲ等を実施しております。 

  また、外国人旅行者には、滞在中や次に訪日す

る際の訪問先の候補地として、本市を認知してい

ただくということから、告知活動を強化し、誘客

促進につなげてまいりたいと考えております。 

  次に、⑶受け入れ態勢の整備等、地域づくりの

推進について、また、本市の取り組みについてお

答えいたします。 

  外国人を受け入れるに当たり、本市においては、

外国版パンフレット等のツールや施設等の外国語

表記の充実が必要であると考えておりますので、

訪日個人旅行者等がスマートフォン等で利用でき

る日本語を含めた６カ国語対応の観光地案内電子

版ガイドブックや翻訳集及び外国語デジタルパン

フレットの制作事業を現在進めております。この

ツールを活用することにより、飲食店や旅館等で

の接遇においても、円滑なコミュニケーションを

とることができ、おもてなしの向上とともに、受

け入れ態勢の充実・強化が図られることになりま

す。 

  次に、⑷今後グローバル化の発展と外国人旅行

者の増加に伴う本市の対応と将来の受け入れ態勢

についてお答えいたします。 

  増加が見込まれる外国人旅行者に対しましては、

その市場の動向把握に努め、｢日本らしさ｣を求め

て訪日する旅行者に本市の観光資源や地域資源を

通して、日本ならではの魅力を楽しんでもらえる

ような観光戦略を構築してまいります。 

  以上でございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎発言の訂正 
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○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、ただいま質問の

内容のところで、2030年は3,000人と言ったらし

いんですが、3,000万人の誤りです。訂正をお願

いします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

○７番（櫻田貴久君） それでは、⑴から⑷につい

ては、関連してますので、一括で再質問をさせて

いただきますが、今回の２番と３番には、恐らく

産業観光部長には、私の思いをぶつける最後のチ

ャンスだと思っていますので、どうかガチンコで

よろしくお願いしたいと思います。 

  まず最初に、本市を訪れた訪日外国人旅行者の

直近の数についてお伺いをします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいまのご質問

でございます。訪日外国人の旅行者の数というこ

とでのお尋ねでございます。お答えいたします。 

  本市を訪れました訪日外国人の直近の数につき

ましては、平成23年から25年までの宿泊者数をお

答えいたします。 

  23年の本市の外国人宿泊者数については1,319

人、24年の外国人宿泊者数は、前年より6,039人

増の7,358人、平成25年の外国人宿泊者数は、前

年より985人減の6,373人となっております。 

  その中で地域別の宿泊数でございますが、黒磯

地区が349人、西那須野地区が4,040人、塩原地区

が1,984人となっております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、どこの国から外

国人旅行者が来たのか、わかる範囲でお願いをし

ます。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） どこの国から来ら

れたかというお尋ねでございますけれども、訪日

外国人旅行者が来たわけですけれども、25年の実

績についてちょっとお答えをいたしたいと思いま

す。 

  本市に最も多く宿泊しているのは台湾人の

1,065人、それから、次に中国人の796人、アメリ

カ人の430人、ヨーロッパやアジアなどその他の

方が4,082人という数値になってございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、1964年の海外観

光旅行自由化以降、海外旅行はツアーに参加する

のが一般的だったが、海外旅行リピーターがふえ

るのにしたがい、海外旅行目的も多岐にわたるよ

うになり、不特定多数を対象としたツアーに満足

できず、自分で行程を作成したいというニーズが

高まり、ＦＩＴがふえてきました。 

  ＦＩＴという言葉は、福島、茨城、栃木の略で

なく、個人旅行という略ですから、ＦＩＴという

言葉が浸透したのは、海外旅行数が急増して、90

年代初めのころからと言われています。 

  そこで、本市としては、このＦＩＴ化の流れに

どのように取り組むのか、具体的にお伺いをしま

す。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいまＦＩＴ化

の流れにどのように取り組むのかというお尋ねで

ございます。 

  これにつきましては、パッケージ旅行と言われ

ておりますのが、出発地でほとんどの旅行の行程

を決める、そういったものがあるわけでございま
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すけれども、このＦＩＴは旅行の一部を個人の嗜

好や到着後の情報などで現地において決定すると

いう、そういった特徴がございます。そこで、出

発地での認知度を高めることも重要なわけでござ

いますけれども、同時に到着後の首都圏において

も、情報発信できるように、今後、検討してまい

りたいというふうに考えております。 

  また、市内の観光施設におきましては、案内表

示の充実を図り、スマートフォン等で利用できる

６カ国語対応の電子版のガイドブックや翻訳集、

それからデジタルパンフレットなどのツールをも

とに、それらを活用することによって、ＦＩＴ化

に向けた対策として取り組んでまいりたい、この

ように考えております。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 部長、あらゆる国のあらゆ

る層の人に来てほしいというのは、戦略にはなっ

ていないと思います。 

  そこで、本市としては、中国等の富裕層が旅行

に関して、どんなニーズを持っているのか、どの

ように理解をしているのか、お伺いをします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいまのご質問

ですけど、どんなニーズを持っているのか、また、

それをどのように理解しているのかということで

ございますが、中国等の富裕層は、先進国として

の日本に大変興味を持って訪日をしているところ

でございます。 

  主な訪問地は、東京を中心とした都市部でござ

います。そこを拠点として、訪日体験者が興味を

持っている温泉、あるいはショッピング、花、雪

遊び、それから秋の紅葉、そういったものが本市

の持つ資源として活用できるというふうに考えて

おりますので、そういったものを活用しながら、

本市の動線をつくっていくということが非常に重

要であるというふうに考えております。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、そこの市場のセ

グメント層にアピールすべき本市の観光の魅力は

何か改めてお伺いをします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） 本市の観光の魅力

は、何かというお尋ねでございます。本市がアピ

ールすべき観光の魅力についてでございますけれ

ども、東京とか京都、大阪といったいわゆるゴー

ルデンルートと言われているものがございますが、

そういったところを体験済みの訪日リピーターに

おける人気テーマであります、先ほども申し上げ

ましたが、ショッピング、温泉、雪、紅葉が本市

の観光におけるアピールすべき魅力であると、こ

のように感じております。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、那須塩原市なら

ではの魅力、オンリーワンについて何かお伺いし

ます。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） 本市のオンリーワ

ンということについてのお尋ねでございます。一

つには、東京を起点とした他の温泉地と比較をし

ますと、新幹線等のアクセスのいわゆる利便性が

いいということがございます。 

  さらに、日本らしい情緒ある良質の温泉、それ

からアウトレットモール等でのショッピングがで

きるといったようなものが、主な特色であり、他

と差別化できる魅力ではないかと、このように考

えてございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 
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○７番（櫻田貴久君） それでは、中国本土で本市

の認知度を高めるために消費者、旅行会社、メデ

ィアに対して、それぞれのニーズを踏まえて、動

機づけになるようなコミュニケーションはとって

いるのか、具体的にお伺いをします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） 本市への動機づけ

になるようなコミュニケーションをとっているの

かというお尋ねでございます。 

  上海を観光誘客拠点とした委託業務の中では、

店頭でのＰＲコーナーや現地旅行博覧会、旅行の

博覧会ですね、そういったものでの出店の機会を

利用しまして、中国の消費者や旅行エージェント

に対しまして、直接ＰＲをいたしております。 

  また、旅行エージェントや企業へのセールスの

ときにも、ツアーの視察の候補地として提案やＰ

Ｒ活動もあわせて実施をいたしております。今後

も機会あるごとに現地の旅行会社、メディアに対

し、本市を訪問していただく、そういった企画な

どを通しまして、認知度を高めてまいりたい、こ

のように考えてございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 本市が中国本土に初めて事

務所を開いたということに関して、本市としては、

市場とのコミュニケーションは他の自治体、競争

相手に比べ、優位なポジションを占めていると思

います。そこで、中国以外のマーケットについて

の具体的な対応についてもお伺いをします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいまの中国以

外の国への足がかりということでございますが、

国や県等が主催をいたします商談会等を積極的に

利用してまいります。 

  それから、観光庁や旅行会社などと綿密な連携

のもとに他の国のマーケットのニーズや旅行者の

動向、それから社会情勢等の情報を把握しながら、

対応を検討してまいりたい、このように考えてお

ります。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 政府は、昨年７月東南アジ

ア主要５カ国のビザの発給要件を緩和しました。

円安などの影響もあり、台湾やタイ、ベトナムか

らの観光客数は、前年比５割から６割増で推移を

しています。県内の観光施設でも、アジアからの

観光客が増加傾向にあるため、ぜひ本市としても、

積極的に取り組んでもらいたいと思います。 

  栃木県では、台湾に観光誘客拠点を設置すると

いう方針を固めたと新聞報道もありましたが、県

などとの連携についてもお伺いをします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） 県などとの連携と

いうことでのお尋ねでございます。これにつきま

しては、何といっても旅行者のニーズというもの

を的確に把握することが非常に大事だというふう

に思っておりますので、国やあるいは県と積極的

に連携を図りながら、取り組んでまいりたいとい

うふうに思っております。同時に、本市独自のイ

ンバウンド戦略を構築してまいりたい、このよう

に考えております。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 受け入れ態勢整備と地域づ

くりの推進にも答弁をいただきましたが、訪日個

人旅行者等がスマートフォン等で利用できる日本

語を含めた６カ国語対応の観光地案内電子版ガイ

ドブックや翻訳集及び外国語デジタルパンフレッ

ト制作の進捗状況と内容についてもお伺いをしま

す。 
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○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいま６カ国語

対応の関係の電子ガイドブックやその他のパンフ

レット等の制作の進捗状況ということについての

お尋ねでございます。進捗状況については、現在、

ことしの４月１日からの運用開始予定で現在作業

を進めております。運用開始後におきましても、

随時修正を重ねてまいりたいと、このように考え

てございます。 

  内容につきましては、電子版ガイドブック及び

翻訳集につきましては、日本語及び外国語といた

しまして、英語、それから韓国語、中国語、この

中国語は、台湾と中国本土ということになってお

りますので、繁体という文字と簡体という文字の

２つがございます。それとフランス語の計６カ国

語に対応したシステムとなっており、観光スポッ

トの説明が地図がそこに表示されるというもので

ございます。 

  外国語のデジタルパンフレットにつきましては、

日本語を除く５カ国語で紹介されているパンフレ

ットをホームページで見ることができるようにな

ります。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 部長、この取り組みは、こ

の辺の自治体では、初めてのことと捉えていいの

でしょうかお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） この取り組みが初

めてなのかと今お尋ねなんですが、ちょっと調査

しておりませんので、ちょっと詳しいことはわか

りませんけれども、かなり先端をいっている取り

組みなのではないかと、このように感じておりま

す。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） スマートフォン等でデータ

をとると本国に帰っても、そのまま那須塩原市の

そういった観光の情報が最新の情報がリンクして

見られるという判断でよろしいですかね。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） 一度、うちのほう

にアクセスしていただいたものにつきましては、

本国へ帰られてからも、うちのほうへアクセスす

ることができるという、そういったシステムにな

ってございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） そういった施策も本当に非

常に評価できるものだと思います。１回そうやっ

て検索してくれた方が、那須塩原市のファンにな

ってもらえば、チーム那須塩原市を支える人たち

がどんどんふえてきて、ますます観光にも寄与で

きるものだと思ってますし、ぜひそういったもの

は、先ほど企画の部長も言ってましたが、思いっ

きり発信してもらいたい、そんなように期待をし

ています。 

  また、おもてなしの向上について、観光事業者

との連携についてもお伺いします。 

  また、具体的な施策があればお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） おもてなしの向上

について、観光事業者との連携、それから具体的

な政策があればというお尋ねでございます。これ

につきましては、観光協会のインバウンド委員会

を中心に連携を深めながら、おもてなしの向上と

誘客を図っております。 

  また、地域の観光施設をめぐるコースづくりの
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提案や紹介などを行っております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、地域づくりの推

進について、庁内でどのような形で進められてい

くのか具体的にお伺いします。 

  これは、例えば先ほどありましたけど、外国版

の表示とか、そういったもので、それは何々課、

これは例えば部長の課とかっていろいろな部分で

庁内を横断するものがあると思うんですね。そう

いったことに関しての進め方についてですので、

よろしくお願いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいまのご質問

は、庁内における支援体制ということになろうか

というふうに思います。受け入れ態勢の強化につ

きましては、先ほど申し上げましたように、観光

地の案内、電子版ガイドブックの活用によって、

コミュニケーションを図り、さらに、おもてなし

の向上、そして、ＰＲ拡大による観光地のアピー

ルや誘客など個々の施設で対応が困難なものを実

施することによって、支援ができるということで

ございますので、庁内におきましても、そういっ

た体制の確保を図りながら周知に努めていきたい、

このように考えてございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 確かに、案内板も最低でい

いと思うんですよね。恐らくそちらの執行部の方

も海外旅行に行ったことがある人はたくさんいる

と思うんですよ。しかし、海外旅行に行って、例

えば、日本円使えますとか、いらっしゃいとかっ

て日本語で書いてある店に入りますかという話で

すよね。僕らはたまたま日本に住んでいるので、

皆さんもそうだと思うんですけど、海外に行って、

ホテルの蛇口をひねって水が飲めると思っている

人は少ないと思うんですね。外国の水は飲めない

んですよ。でも、日本の水はホテルの蛇口をひね

ると飲めるんですよね。 

  だから、そういったことぐらいのやつで、何と

なく僕は怪しい表記とかそういうのを進めている

わけじゃなくて、最低限、例えば塩原スパとか

何々とかっていうぐらいの形でいいと思うので、

その辺も余り外国人の方にあわせるのではなくて、

来たらやっぱり日本の文化になれてもらうという

ぐらいの最低限の表示ぐらいでいいと思いますし、

そのところも十分に検討してみてはと思います。 

  また、今後、首都圏空港の受け入れの能力にも

限界があると思うことから、地方空港を利用する

観光客にも注目をすべきだと思うが、本市の考え

をお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいま地方空港

を利用する観光客にも注目をすべきだということ

でのお尋ねでございますけれども、地方空港の重

要性と連携というのは、注目していかなければな

らないということで、理解をしているところでご

ざいますが、現在は、まだまだ団体客が主体であ

るということも事実でございます。そういった中

で、ＦＩＴへの対応を進める上では、羽田空港あ

るいは成田空港を利用する外国人を優先したイン

バウンドの戦略構築も重要であると、このように

考えてございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 1,000万人を超えたのは、

各国の生活レベルが向上し、海外旅行を楽しむ人

がふえてきたことが大きいし、さらに、格安航空

会社、ＬＣＣなどの国際便が次々と就航し、輸送

能力がアップしたことに加え、円高の是正で旅行
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費用が割安になり、旅行先として選ばれやすくな

ったこと。タイやマレーシアに対する観光ビザが

免除されたことが要因であると思います。アジア

各国の外国人旅行者の受入数、2012年に比べ中国

は5,000万人、マレーシア、香港、台湾2,000万人、

韓国は1,000万人をそれぞれ超えています。アジ

ア地域では、今後も全世界の平均を上回る毎年

５％強のペースで国際観光客数が伸びると推移を

しております。 

  ただ、勢い頼みでは2,000万人の観光客は難し

いと思います。東京一人勝ちを是正すべきだと思

います。旅行者の多くは都内を訪れ帰国するか、

富士山や新幹線を楽しんで京都、大阪を回り出国

するゴールデンルートと関係ない周遊地の開拓が

必要だと思います。本市としては、東京からのア

クセスのよさを最大の武器にし、本市の強みであ

る温泉、そして本市のポテンシャルを十分に生か

し、インバウンド戦略を構築してもらいたいと思

います。 

  中国人、韓国人、台湾人、そして東南アジア諸

国の旅行客の特徴を十二分に理解し、那須塩原ら

しさを忘れず、ぜひ外国人旅行客に選ばれる那須

塩原市になってもらいたいと強く要望します。 

  木下氏の去年の就任のときの講演の資料の中に、

インバウンドについての説明が載っていました。

目先の誘客にとらわれない戦略、日本人の満足度

を高め、富裕層に絞った観光誘致、他地域のまね

をして低価格をする、メディア商品、マーケット

を追わない、中国、台湾、韓国の激化する競合に

は一定の距離を置く、将来を見据えての投資的な

振興策と国際空港保有地との連携、上海中心の中

国富裕層を狙った戦略、シンガポール、タイ、イ

ンドネシア、ベトナムなど新マーケットへの積極

的な参入、教育旅行、インバウンドは今後ますま

すＦＩＴ化することが見込まれる、この分野の強

化には、二次交通の整備とアクセスが重要な課題

となる、インバウンドマーケットは特に短期での

戦略では、間違った方向に進みやすく、長期の腰

を据えての戦略が必要であるとあります。 

  本市のインバウンド戦略は、非常に評価できる

ものと思いますから、これからも持続可能な政策

を行ってもらいたいと思います。十分に期待をし

ていますので、これで、この項の質問を終了しま

す。 

  最後の質問に入ります。 

  ３、４月のからの観光キャンペーンについて。 

  ＪＲ東日本大宮支社は、平成26年４月１日から

６月30日に「本物の出会い栃木、春の観光キャン

ペーン」を実施すると発表しました。ＪＲ東日本

全社を挙げて重点的に本県をＰＲする試みで、本

県全域を対象とした同様のキャンペーンは、今回

が初めてのことから、以下の点についてお伺いを

します。 

  ⑴「本物の出会い栃木、春の観光キャンペー

ン」の実施概要についてお伺いをします。 

  ⑵本市として、どのようにこのキャンペーンと

連携するのか、具体的にお伺いします。 

  ⑶県内観光地をめぐる列車とバスを利用した便

利な「びゅう旅行商品」などを用意するとありま

すが、本市の特徴を生かした商品には、どのよう

なものがあるのかお伺いします。 

  ⑷本市観光の発展には、ＪＲ東日本との連携は

必要不可欠だと思うことから、今後のＪＲ東日本

との連携についての計画をお伺いします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久の質問に対

し、答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） それでは、私から

３の４月からの観光キャンペーンについて、⑴か
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ら⑷まで、順次お答えいたします。 

  初めに、⑴の「本物の出会い、栃木春の観光キ

ャンペーン」の実施概要についてお答えいたしま

す。 

  この春の観光キャンペーンは、ＪＲ東日本が栃

木県を重点的にＰＲするキャンペーンであります

が、栃木県を初めとする地元自治体や東武鉄道等

と協力し、県、市町、観光事業者、交通事業者等

が一体となり、栃木の魅力ある「花」「体験」

｢温泉｣「グルメ」「歴史」をテーマにキャンペー

ンを行います。 

  本市においては、このキャンペーンを告知戦略

の一つと捉え、この期間を有効に活用し、今後も

継続して誘客に結びつくような取り組みを行って

まいります。 

  次に、⑵本市としては、どのようにこのキャン

ペーンと連携をするのかについてお答えいたしま

す。 

  県はこれまでに、この大型観光キャンペーンに

対応するため、昨年６月に県内を５つの地域に分

けて分科会を組織し、本市は所属する那須地域分

科会の主導的役割を担ってまいりました。 

  その中で、旅行エージェントや一般観光客向け

のパンフレット作成のほか、昨年10月に行われた

旅行エージェント向け販売促進説明会及び首都圏

のＪＲ主要駅での本市観光関係団体によるキャラ

バンを実施してまいりました。 

  さらに、ＪＲ協定旅館による本市単独の「びゅ

う旅行商品」の作成、５月には那須塩原駅で予定

されている栃木産直市と観光ＰＲイベントを開催

するほか、各観光協会等が実施する「駅からハイ

キング」などの誘客イベントを支援してまいりま

す。 

  次に、⑶県内観光地をめぐる列車とバスを利用

した便利な「びゅう旅行商品」について、本市の

特徴を生かした商品には、どのようなものがある

のかについてお答えいたします。 

  この「びゅう旅行商品」は、ＪＲ鉄道運賃と宿

泊料金がセットになった値ごろ感のある商品であ

り、これを最大限生かしていきたいと考えていま

す。本市の特徴を生かした商品として、それぞれ

に趣の異なった温泉地である塩原温泉エリアと板

室温泉エリアを柱に、本市を代表するさまざまな

観光施設等が掲載されております。魅力ある地域

限定商品として、多彩な泉質を堪能いただけるこ

とや地域にある観光素材の体験ツアー等も紹介し

た内容となっております。 

  次に、⑷今後のＪＲ東日本との連携についての

計画についてお答えいたします。 

  首都圏を中心としたマーケットに対して、本市

観光のイメージアップと誘客への動機づけを図る

には、多くの方の目に触れる効果的な告知を行う

ことが重要だと考えており、このためにもＪＲ東

日本との連携が必要不可欠だと考えております。 

  今年度、首都圏で実施しているＪＲ東日本との

タイアップ事業によるＪＲ駅構内へのパンフレッ

トやポスターの掲示、電車内への中づり広告、主

要駅での観光ＰＲキャラバンを各観光協会等関係

団体と連携を図りながら、引き続き実施してまい

りたいと考えております。 

  さらに、複合的な告知とプロモーションを行う

ことで、ＪＲ東日本との連携効果をなお一層高め

てまいります。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、再質問をさせて

いただきます。 

  まず最初に、４月１日からこのキャンペーンが

始まりますが、どのような形で誘客に結びつける

のかを具体的にお伺いします。 



－167－ 

  また、この期間中の誘客に向けての具体的な内

容についてお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいまのご質問

でございますけれども、どのような形で誘客に結

びつけるのか、具体的な内容についてというお尋

ねでございます。 

  本市におきましては、この観光キャンペーンを

告知戦略の一つということで捉えておりまして、

ＪＲタイアップ事業や首都圏等を中心としたメデ

ィアミクスを行い、本市の認知度を上げてキャン

ペーンが終了しても、旅行先として選んでいただ

けるよう、また、本市の魅力を知っていただける

よう告知をしていきたい、このように考えており

ます。この告知活動を継続することによって、相

対的な誘客に結びつくものと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 栃木の魅力ある「花」｢体

験｣「温泉」｢グルメ｣「歴史」をテーマにすると

ありますが、本市としてどのようにコラボレーシ

ョンをしていくのかお伺いをします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいまのご質問

ですが、どのようにコラボレーションをしていく

のかというお尋ねでございます。本市といたしま

しては、「花」あるいは「体験」「温泉」｢グル

メ｣「歴史」をテーマに塩原温泉ぼたん祭り等の

花の祭り、板室ダム湖カヌー体験ツアー等の大自

然のアウトドアスポーツ体験、それから1200年以

上の歴史を持ちます塩原温泉郷、そして板室温泉

と、そのほかとて焼き、スープ入り焼きそば等の

ご当地グルメなどがございます。そういった魅力

ある観光素材を生かしながら、誘客とＰＲを展開

してまいりたい、このように考えてございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 了解をしました。 

  それでは、⑵の再質問に入ります。 

  那須地域分科会では、もちろん中心的な存在で

話を進めていくのは当然だと思います。本市とし

ては、どこの市町でもうらやむ観光のスペシャリ

スト、木下氏がいるわけですから、この分科会で

は、主にどのような議論がなされたのかをお伺い

します。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいま那須地域

の分科会の中で、どのような議論がなされたのか

というお尋ねでございます。 

  議論の主な内容といたしましては、県、市及び

観光関係者が一体となって旅行エージェント、そ

れから一般観光客向けのパンフレットの作成を行

いました。旅行エージェント向けの販売促進説明

会においては、観光のＰＲ、また、この期間を誘

客キャンペーンのみということでは捉えずに、３

市２町が一体となって進めているものでございま

すので、今後も継続して観光連携ができる、そう

いった仕組みづくりと魅力の発信などについて、

議論を行ってきたところでございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、この那須分科会

で３市２町でこのキャンペーン等にするイベント

とか、そういうものがあればお示しをしていただ

きたいと思います。なければ結構ですのでお伺い

します。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） どういったことを
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やってきたかということでございますが、実際に

は、できるだけ３市２町が共通して取り組め、な

おかつそのエリアを回遊できるような、そういっ

た流れがつくれるようなものを共通して取り組ん

でいくという大きな流れもございますので、そう

いった認識に立って協議を進めてきたということ

でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、５月に行われる

栃木産直市と駅からハイキングについての概要に

ついてもお伺いをします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） 栃木産直市と駅か

らハイキングについてのお尋ねでございます。栃

木産直市につきましては、ことしの５月３日から

６日にかけて、那須塩原駅の改札のほか２階の待

合スペースがございますが、そこにおいて、栃木

県の生産者が地元の魅力を発信しながら地産品、

地元の物、それを販売する産直市の開催を予定を

いたしてございます。 

  駅からハイキングにつきましては、５月17日に

「新緑の塩原に咲くクマガイソウを見に行こう」

をテーマに塩原温泉街を徒歩で周遊をし、散策を

実施をいします。 

  また、５月31日には「新緑の里山アートを見な

がら板室温泉自然散策」をテーマに板室温泉街等

を徒歩での散策を実施をする予定をいたしており

ます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 了解をいたしました。 

  それでは、３の再質問に入ります。 

  「びゅう旅行商品」と地元観光事業者との連携

について、本市としてはどのように連携をしたの

かお伺いをします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） どのような連携を

したのかというお尋ねでございます。これにつき

ましては、ＪＲの持つ告知力というのが非常に大

きいものがございます。それを最大限活用させて

いただくため取り組んでまいりましたが、１月か

らは本市独自の「びゅう旅行商品」を取り扱うこ

とになりまして、ＪＲ協定旅館も大幅に増加をし

たところでございます。本市の観光協会連絡協議

会がございますが、そこが実施しておりますＪＲ

タイアップ事業の中で「びゅう旅行商品」、それ

からパンフレットの共同制作、それとＪＲ主要駅

等で告知をいたします一つの素材として、ＰＲキ

ャラバンを地元観光事業者と連携をして実施をし

てまいりました。 

  また、当市の魅力を広くＰＲできる「大人の休

日倶楽部ツアー」も実施してまいりました。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 割といい商品、すばらしい

商品ができたんだなという気はしてますので、ぜ

ひその辺も十二分に宣伝をしてもらいたいと思い

ます。 

  それでは、最後の４の再質問に入ります。 

  今後は、ＤＣ、デスティネーションキャンペー

ンに発展していくと思います。本気でこの事業に

取り組んでもらいたいと思います。 

  また、交通アクセスの部分で、かねてからの懸

案事情でありました東京上野から直通で黒磯駅ま

での列車を運転してもらいたいという要望をいた

します。そこで、本市の所感をお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいま東京の上
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野から黒磯駅までの直通の列車ということについ

ての市の考えということでございます。 

  上野駅から黒磯駅までの直通の本数は、１日数

本ございます。基本的に宇都宮駅で乗りかえが必

要になっている状況ではございます。本市といた

しましても、利便性のいい直通列車が多いことが

望ましいと考えておりますので、今後、ＤＣなど

の観光キャンペーンによる利用者が増加をいたし

まして、直通列車の増加につながるようさらなる

観光誘客に努めてまいりたいとこのように考えて

ございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 部長、例えば巻狩まつりの

ときとかなんかは、例えばビール列車等とか、そ

ういったイベントの列車も走ってるわけなんです

よね。来年度というか、４月からは、例えばロン

グライドですとか、ツール・ド・栃木がこっちを

走ったりですとか、あとはトレイルランとかもあ

るんですよね。だからそういったときに、ＪＲの

ほうに特別な列車でも出してもらえば、ますます

誘客にはなると思うんですね。そういったことも

視野に入れながら進めていってもらいたいなと思

います。 

  私は、実は鉄道ファンなんですよ。昔、「特急

くろいそ」ってあったんですね、列車が。それは

知ってるか知らないかわかりませんが、181型で

上野新潟を結ぶ「特急とき」と同じ車両だったん

ですよ。例えば、当時、東北本線は、宇都宮線と

いうのは後からついたんですが、昔は、上野仙台

間は「特急ひばり」、上野盛岡間は「やまびこ」、

上野青森間は「はつかり」、上野秋田間は「つば

さ」、上野山形間は「やまばと」と東北本線も非

常ににぎわっていました。鉄道ファンにとっては、

たまらない路線でした。そこで、黒磯駅は直流、

交流の分岐点として発展をしてきました。まさし

く黒磯の歴史を語る上でＪＲ、その当時は国鉄だ

ったと思いますが、切っても切れない関係だと思

います。もし、東北本線が通っていなければ、今

日のまちの発展はなかったのではないかとも思い

ます。 

  まして、黒磯駅には貴賓室などもあり、皇室ゆ

かりの駅として非常に有名な駅でもあります。昔

は国鉄、今はＪＲ東日本の管轄にあるわけですが、

本市の町の歴史、これからの発展を視野に入れる

とＪＲ東日本とは、これからの関係も十分に考慮

し進めてもらいたいと思います。そこで、ＪＲ東

日本に本市にゆかりのある会社ですから、今後、

どのような形で連携をしていくのか、最後にお伺

いをします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいまのご質問

は、ＪＲの効果とこれからの連携についてという

お尋ねかと思います。 

  確かに、ＪＲでの宣伝効果というのは、大変大

きいものと本当に認識をいたしております。この

ようなことから、本市が行います各種事業、観光

振興事業等が主体になりますが、そういったもの

の推進につきましては、大変有効な手段でござい

ますので、なお一層の連携強化を図りながら、積

極的に取り組んでまいりたい、このように考えて

おります。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、最後ですが、

「特急くろいそ」の復活を願い、これからもＪＲ

東日本とは全ての面でＷｉｎ－Ｗｉｎの関係でい

てもらいたいと思います。 

  このことを強く要望し、私の市政一般質問を終

了しますが、部長には本当に２年間、誠心誠意、

一生懸命答弁をいただき、誠にありがとうござい
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ました。これからも観光に関しては、一つの志を

持って精いっぱい那須塩原市の発展に努めていき

たいと思いますので、どうか退職しても、優しく

見守っていただきたいと思います。 

  本当に、誠にありがとうございました。 

○議長（中村芳隆君） 以上で、７番、櫻田貴久君

の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（中村芳隆君） 以上で、本日の議事日程は

全て終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時４９分 




